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個人情報の保護により議案の一部を「＊」で表示しています。 
アスタリスク 



令和８年第２回八雲町議会定例会議件一覧 

 

区 分 番 号 件         名 結 果 

議 案 １ 
八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例 
 

議 案 ２ 八雲町税条例の一部を改正する条例  

議 案 ３ 
八雲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 
 

議 案 ４ 
八雲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 
 

議 案 ５ 
八雲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
 

議 案 ６ 八雲町介護保険条例の一部を改正する条例  

議 案 ７ 財産の取得について  

議 案 ８ 辺地に係る総合整備計画の変更について  

議 案 ９ 八雲町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について  

議 案 10 令和８年度八雲町一般会計補正予算（第５号）  

議 案 11 
令和８年度八雲町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号） 
 

承 認 １ 専決処分の承認を求めることについて  

報 告 １ 専決処分の報告について  

報 告 ２ 専決処分の報告について  

報 告 ３ 専決処分の報告について  

報 告 ４ 専決処分の報告について  

報 告 ５ 
令和７年度八雲町一般会計繰越明許費に係る歳出予算

の繰越について 
 



区 分 番 号 件         名 結 果 

報 告 ６ 
令和７年度八雲町下水道事業会計予算繰越計算書につ

いて 
 

報 告 ７ 
令和７年度八雲町農業集落排水事業会計繰越計算書に

ついて 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 



議案第 １ 号 

 

八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年八雲町条例第36号）の一部を

次のように改正する。 

現行 改正後 

   附 則 

 

 （医療従事者等処遇改善手当の特例） 

３ 第17条第２項第１号に規定する職員に対

し支給する令和７年６月分の医療従事者等

処遇改善手当は、同号に定める額に9,500円

を加算した額とする。 

附 則 

 

 （医療従事者等処遇改善手当の特例） 

３ 第17条第２項第１号に規定する職員に対

し支給する令和８年６月分の医療従事者等

処遇改善手当は、同号に定める額に7,000円

を加算した額とする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八雲町一般職員の特殊勤

務手当に関する条例の規定は、令和８年６月１日から適用する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ２ 号 

 

八雲町税条例の一部を改正する条例 

 

八雲町税条例（平成17年八雲町条例第54号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

（納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路

運送車両法（昭和26年法律第185号）第59

条第１項に規定する検査対象軽自動車又

は２輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により軽自動車の種別

割を滞納している場合においてその旨と

する。 

 

（納期限後に納付し又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の２若しくは第46条の

５（第53条の７の２において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第

47条の４第１項（第47条の５第３項におい

て準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第48条第１項（法第321条の８

第34項及び第35項の申告書に係る部分を

除く。）、第53条の７、第67条、第81条の

６第１項、第83条第２項、第98条第１項若

しくは第２項、第102条第２項、第105条、

第139条第１項又は第145条第３項に規定

する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合には、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。

以下第１号、第２号及び第５号において同

じ。）の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次

の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号

から第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間につ

（納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路

運送車両法（昭和26年法律第185号）第59

条第１項に規定する検査対象軽自動車又

は２輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により軽自動車税を滞

納している場合においてその旨とする。 

 

 

（納期限後に納付し又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40

条、第46条、第46条の２若しくは第46条の

５（第53条の７の２において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第

47条の４第１項（第47条の５第３項におい

て準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第48条第１項（法第321条の８

第34項及び第35項の申告書に係る部分を

除く。）、第53条の７、第67条、第83条第

２項、第98条第１項若しくは第２項、第102

条第２項、第105条、第139条第１項又は第

145条第３項に規定する納期限後にその税

金を納付し、又は納入金を納入する場合に

は、当該税額又は納入金額にその納期限

（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限とする。以下第１号、第２号

及び第５号において同じ。）の翌日から納

付又は納入の日までの期間の日数に応じ、

年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額

の区分に応じ、第１号から第４号までに掲

げる期間並びに第５号及び第６号に定め

る日までの期間については、年7.3パーセ
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いては、年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。 

（１） 略 

（２） 第81条の６第１項の申告書、第98

条第１項若しくは第２項の申告書

又は第139条第１項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。） 

当該税額に係る納期限の翌日から

１月を経過する日までの期間 

（３） 第81条の６第１項の申告書、第98

条第１項若しくは第２項の申告書

又は第139条第１項の申告書でその

提出期限後に提出したものに係る

税額 当該提出した日までの期間

又はその日の翌日から１月を経過

する日までの期間 

（４）～（６） 略 

 

（所得割の課税標準） 

第33条 略 

２ 略 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定

配当等（以下この項及び次項並びに第34条

の９において「特定配当等」という。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、

当該特定配当等に係る所得の金額を除外

して算定する。 

 

４～６ 略 

 

（寄附金税額控除） 

第34条の７ 略 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第

11項（法附則第５条の６第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

 

 

（町民税の申告） 

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付書によって

納付し、又は納入書によって納入しなけれ

ばならない。 

（１） 略 

（２） 第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書に

係る税額（第４号に掲げる税額を除

く。） 当該税額に係る納期限の翌

日から１月を経過する日までの期

間 

（３） 第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書で

その提出期限後に提出したものに

係る税額 当該提出した日までの

期間又はその日の翌日から１月を

経過する日までの期間 

 

（４）～（６） 略 

 

（所得割の課税標準） 

第33条 略 

２ 略 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定

配当等（次項及び第34条の９において「特

定配当等」という。）（同号ロに掲げるも

のを除く。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、

当該特定配当等に係る所得の金額を除外

して算定する。 

４～６ 略 

 

（寄附金税額控除） 

第34条の７ 略 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第

11項（法附則第５条の６第３項又は第４項

の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に定めるところにより計算した

金額とする。 

 

（町民税の申告） 
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第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに、施行規則第５号の

４様式（別表）による申告書を町長に提出

しなければならない。ただし、法第317条

の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在

において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかったもの（公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第48条の９の７に規

定するものを除く。）、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る。）

の法第314条の２第１項第10号の２に規定

する自己と生計を一にする配偶者（前年の

合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）、法第314条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定

親族特別控除額（特定親族（同条第１項第

12号に規定する特定親族をいう。第36条の

３の２第１項第３号及び第36条の３の３

第１項において同じ。）（前年の合計所得

金額が85万円以下であるものに限る。）に

係るものを除く。）の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の

控除、法第313条第８項に規定する純損失

の金額の控除、同条第９項に規定する純損

失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第34条の７第１項（同項第２号に掲げる寄

附金（特定非営利活動促進法第２条第３項

に規定する認定特定非営利活動法人及び

同条第４項に規定する特例認定特定非営

利活動法人に対するものを除く。第６項に

おいて同じ。）に係る部分を除く。）及び

第２項の規定により控除すべき金額（以下

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに、施行規則第５号の

４様式（別表）による申告書を町長に提出

しなければならない。ただし、法第317条

の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を

提出する義務がある者から１月１日現在

において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかったもの（公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第48条の９の７に規

定するものを除く。）、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る。）

の法第314条の２第１項第10号の２に規定

する自己と生計を一にする配偶者（前年の

合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）、法第314条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定

親族特別控除額（特定親族（同条第１項第

12号に規定する特定親族をいう。第36条の

３の２第１項第３号並びに第36条の３の

３第１項及び第２項第４号において同

じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。）に係るものを除く。）

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若

しくは医療費控除額の控除、法第313条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条

第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第34条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利

活動促進法第２条第３項に規定する認定

特定非営利活動法人及び同条第４項に規

定する特例認定特定非営利活動法人に対

するものを除く。第６項において同じ。）

に係る部分を除く。）及び第２項の規定に
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この条において「寄附金税額控除額」とい

う。）の控除を受けようとするものを除く。

以下この条において「給与所得等以外の所

得を有しなかった者」という。）及び第24

条第２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

 

２～10 略 

 

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で町内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、町長に

提出しなければならない。 

（１） 略 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金

額が1,000万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶

者（法第313条第３項に規定する青

色事業専従者に該当するもので同

項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事

業専従者に該当するものを除き、合

計所得金額が133万円以下であるも

のに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 

（３）及び（４） 略 

２～４ 略 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第48条の９の７の２におい

より控除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控除を

受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。）及び第24条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表

の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。 

２～10 略 

 

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で町内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、町長に

提出しなければならない。 

（１） 略 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金

額が1,000万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶

者（法第313条第３項に規定する青

色事業専従者に該当するもので同

項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事

業専従者に該当するものを除く。次

条第１項第２号において同じ。）（合

計所得金額が133万円以下であるも

のに限る。）の氏名 

（３）及び（４） 略 

２～４ 略 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第48条の９の７の２におい
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て準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に

記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第４項及び第53

条の９第３項において同じ。）により提供

することができる。 

６ 略 

 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第203条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が900万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第53条の２に規定する退職手当

等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって、合計所得金

額が95万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。）若しくは特定親族（退職手

当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が85万円以下であるものに限

る。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で町内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき所得税法第203条の６第１項に

規定する公的年金等の支払者（以下この条

において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受け

て準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に

記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第５項及び第53

条の９第３項において同じ。）により提供

することができる。 

６ 略 

 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 次に掲げる者（以下この条

において「公的年金等受給者」という。）

は、公的年金等支払者（所得税法第203条

の６第１項に規定する申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する公的年金等

（以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払者をいう。以下この条におい

て同じ。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次項各号に掲げる事項

を記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して、町長に提出しなければなら

ない。 
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る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、

町長に提出しなければならない。 

（１） 当該公的年金等支払者の名称 

 

 

（２） 特定配偶者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 扶養親族又は特定親族の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等

（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。）の支払を

受ける第23条第１項第１号に掲げ

る者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が900

万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（合計所

得金額が95万円以下であるものに

限る。）をいう。次号及び次項第３

号において同じ。）（退職手当等（第

53条の２に規定する退職手当等に

限る。以下この号において同じ。）

に係る所得を有する者に限る。）又

は扶養親族（年齢16歳未満の者又は

控除対象扶養親族であって退職手

当等に係る所得を有する者に限

る。）若しくは特定親族（退職手当

等に係る所得を有する者であって、

合計所得金額が85万円以下である

ものに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等

（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものに限る。）の支払を

受ける第23条第１項第１号に掲げ

る者（当該年中に支払を受けるべき

当該公的年金等の額がその年最初

に当該公的年金等の支払を受ける

べき日の前日の現況において令第

48条の９の７の３に定める金額に

満たない者を除く。）であって、障

害者、寡婦若しくはひとり親に該当

する者又は特定配偶者若しくは扶

養親族（年齢16歳未満の者又は控除
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（４） その他施行規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出

した前項又は法第317条の３の３第１項の

規定による申告書に記載した事項と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第203条の６

第２項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限り、施行規則で定めると

ころにより、前項又は法第317条の３の３

第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第317条の３の３第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の９の７の３にお

いて準用する令第８条の２の２に規定す

る要件を満たす場合には、施行規則で定め

るところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法によ

対象扶養親族に限る。）若しくは特

定親族（合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。）を有する者 

 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。 

（１） 公的年金等支払者の名称 

（２） 公的年金等受給者が、法第314条

の２第１項第６号に規定する特別

障害者又はその他の障害者に該当

する場合にはその旨及びその該当

する事実並びに寡婦又はひとり親

に該当する場合にはその旨 

（３） 特定配偶者の氏名 

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（５） その他施行規則で定める事項 

３ 第１項又は法第317条の３の３第１項の

規定による申告書を公的年金等支払者を

経由して提出する場合において、当該申告

書に記載すべき事項がその年の前年にお

いて当該公的年金等支払者を経由して提

出した第１項又は同条第１項の規定によ

る申告書に記載した事項と異動がないと

きは、公的年金等受給者は、当該公的年金

等支払者が所得税法第203条の６第２項に

規定する国税庁長官の承認を受けている

場合に限り、施行規則で定めるところによ

り、第１項又は法第317条の３の３第１項

の規定により記載すべき事項に代えて当

該異動がない旨を記載した第１項又は同

条第１項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

４ 略 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の９の８において

準用する令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提
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り提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における

第３項の規定の適用については、同項中

「申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に受

理されたとき」とあるのは「公的年金等支

払者が提供を受けたとき」と、「受理され

た日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

 

（固定資産の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が

土地にあっては30万円、家屋にあっては20

万円、償却資産にあっては150万円に満た

ない場合においては、固定資産税を課さな

い。 

 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車

に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者

に環境性能割によって、軽自動車等に対

し、当該軽自動車等の所有者に種別割によ

って課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の

取得者には、法第443条第２項に規定する

者を含まないものとする。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項

の規定により種別割を課することができ

ない者である場合には、第１項の規定にか

かわらず、その使用者に課する。ただし、

公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、これを課さない。 

 

 

（軽自動車税のみなす課税） 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、軽自動車税の賦課徴収につ

いては、買主を前条第１項に規定する３輪

供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における

第４項の規定の適用については、同項中

「申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に受

理されたとき」とあるのは「公的年金等支

払者が提供を受けたとき」と、「受理され

た日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

 

（固定資産税の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が

土地又は家屋にあっては30万円、償却資産

にあっては180万円に満たない場合におい

ては、固定資産税を課さない。 

 

 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、

その所有者に課する。 

 

 

 

 

 

 

２ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項

の規定により軽自動車税を課することが

できない者である場合には、前項の規定に

かかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を課する。ただし、公用又は公共

の用に供する軽自動車等については、この

限りでない。 

 

（軽自動車税のみなす課税） 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 
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以上の軽自動車の取得者（以下この節にお

いて「３輪以上の軽自動車の取得者」とい

う。）又は軽自動車等の所有者とみなして、

軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に

係る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を３輪以

上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の

所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第444条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した３輪以

上の軽自動車又はその販売のためその他

運行（道路運送車両法第２条第５項に規定

する運行をいう。次項において同じ。）以

外の目的に供するため取得した３輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、

法第444条第３項に規定する車両番号の指

定を受けた場合（当該車両番号の指定前に

第１項の規定の適用を受ける売買契約の

締結が行われた場合を除く。）には、当該

販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を

取得した者が、当該３輪以上の軽自動車を

法の施行地内に持ち込んで運行の用に供

した場合には、当該３輪以上の軽自動車を

運行の用に供する者を３輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課す

る。 

 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に

対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第81条の２ 略 

 

（環境性能割の課税標準） 

第81条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪

以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第15条の10に定め

るところにより算定した金額とする。 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に

係る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を軽自動

車等の所有者とみなして、軽自動車税を課

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に

対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第81条の２ 略 
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（環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税

率は、当該各号に定める率とする。 

（１） 法第451条第１項（同条第４項又

は第５項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けるもの 

100分の１ 

（２） 法第451条第２項（同条第４項又

は第５項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けるもの 

100分の２ 

（３） 法第451条第３項の規定の適用を

受けるもの 100分の３ 

 

（環境性能割の徴収の方法） 

第81条の５ 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない。 

 

（環境性能割の申告納付） 

第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法

第454条第１項各号に掲げる３輪以上の軽

自動車の区分に応じ、当該各号に定める時

又は日までに、施行規則第33号の４様式に

よる申告書を町長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付しなけ

ればならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能

割の納税義務者を除く。）は、法第454条第

１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める時又は日までに、施行規則第33号の

４様式による報告書を町長に提出しなけ

ればならない。 

 

（環境性能割に係る不申告等に関する過

料） 

第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前

条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は

報告をしなかった場合には、その者に対

し、10万円以下の過料を科する。 
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２ 前項の過料の額は、情状により、町長が

定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において

発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から10日以内とする。 

 

（環境性能割の減免） 

第81条の８ 町長は、公益のため直接専用す

る３輪以上の軽自動車又は第90条第１項

各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のもの

に限る。）のうち必要と認めるものに対し

ては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を

受けるための手続その他必要な事項につ

いては、別に定める。 

 

（種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

（１）～（３） 略 

 

（種別割の賦課期日及び納期） 

第83条 種別割の賦課期日は、４月１日とす

る。 

２ 種別割の納期は、５月11日から同月31日

までとする。 

 

（種別割の徴収の方法） 

第85条 種別割は、普通徴収の方法によって

徴収する。 

 

（種別割に関する申告又は報告） 

第87条 種別割の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者（以下この節にお

いて「軽自動車等の所有者等」という。）

は、軽自動車等の所有者等となった日から

15日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第33号の４の２様式による申告書、原動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する軽自動車税の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

（１）～（３） 略 

 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日

とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月11日から同月

31日までとする。 

 

（軽自動車税の徴収の方法） 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によ

って徴収する。 

 

（軽自動車税に関する申告又は報告） 

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者（以下この節

において「軽自動車等の所有者等」とい

う。）は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車及び２輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第33号の４様式による申告書、原
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機付自転車及び小型特殊自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第33号の

５様式による申告書並びにその者の住所

を証明すべき書類を町長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び２輪の小型自動車の所有者又は使用

者については施行規則第33号の４の２様

式による申告書並びに原動機付自転車及

び小型特殊自動車の所有者又は使用者に

ついては施行規則第33号の５様式による

申告書を町長に提出しなければならない。

ただし、次項の規定により申告書を提出す

べき場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び２輪の小型

自動車の所有者又は使用者については施

行規則第33号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者については施行規則第34

号様式による申告書を町長に提出しなけ

ればならない。 

４ 略 

 

（種別割に係る不申告等に関する過料） 

 

第88条 略 

２及び３ 略 

 

（種別割の減免） 

第89条 町長は、公益のために直接専用する

軽自動車等のうち必要と認めるものに対

しては、種別割を減免する。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする

税額及び次に掲げる事項を記載した申請

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第33号

の５様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び２輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第33号の４様式に

よる申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第33号の５様式による申告

書を町長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び２輪の小型

自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の４様式による申告書並び

に原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第

34号様式による申告書を町長に提出しな

ければならない。 

４ 略 

 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過

料） 

第88条 略 

２及び３ 略 

 

（軽自動車税の減免） 

第89条 町長は、公益のために直接専用する

軽自動車等のうち必要と認めるものに対

しては、軽自動車税を減免する。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、当

該軽自動車等について減免を受けようと

する税額及び次に掲げる事項を記載した
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書に減免を必要とする事由を証明する書

類を添付し、これを町長に提出しなければ

ならない。 

（１）～（８） 略 

３ 第１項の規定によって種別割の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を町長に申告しなけ

ればならない。 

 

（身体障害者等に対する種別割の減免） 

 

第90条 町長は、次に掲げる軽自動車等のう

ち必要と認めるものに対しては、種別割を

減免する。 

（１）及び（２） 略 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減

免を受けようとする者は、納期限までに町

長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号）第15条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法

（昭和38年法律第168号）第４条の規定に

より戦傷病者手帳の交付を受けている者

で身体障害者手帳の交付を受けていない

ものにあっては、戦傷病者手帳とする。以

下この項において「身体障害者手帳」とい

う。）、厚生労働大臣が定めるところによ

り交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号）第45条の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）及び道路交通法（昭和35年法律第105

号）第92条の規定により交付された身体障

害者若しくは身体障害者等と生計を一に

する者若しくは身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）を

常時介護する者の運転免許証（以下この項

において「運転免許証」という。）又はこ

れらの者の特定免許情報（同法第95条の２

第２項に規定する特定免許情報をいう。次

申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付し、これを町長に提出しなけ

ればならない。 

（１）～（８） 略 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減

免を受けた者は、その事由が消滅した場合

においては、直ちにその旨を町長に申告し

なければならない。 

 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減

免） 

第90条 町長は、次に掲げる軽自動車等のう

ち必要と認めるものに対しては、軽自動車

税を減免する。 

（１）及び（２） 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に町長に対して、身体障害者福祉法（昭和

24年法律第283号）第15条の規定により交

付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和38年法律第168号）第４条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けてい

る者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」

という。）、厚生労働大臣が定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項に

おいて「療育手帳」という。）又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

25年法律第123号）第45条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和35年法律

第105号）第92条の規定により交付された

身体障害者若しくは身体障害者等と生計

を一にする者若しくは身体障害者等（身体

障害者等のみで構成される世帯の者に限

る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）

又はこれらの者の特定免許情報（同法第95

条の２第２項に規定する特定免許情報を
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項において同じ。）が記録された免許情報

記録個人番号カード（同法第95条の２第４

項に規定する免許情報記録個人番号カー

ドをいう。次項において同じ。）を提示す

るとともに、次の各号に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする理由を証

明する書類を添付して、提出しなければな

らない。 

（１）～（６） 略 

３ 略 

４ 第１項第２号の規定によって種別割の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、町長に対して、当該軽自動車等の提示

（町長が、当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出）をするとともに前条第２項各

号に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

って種別割の減免を受けている者につい

て準用する。 

 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の交付等） 

第91条 略 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80

条第３項ただし書の規定によって種別割

を課すことのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、

その主たる定置場が、町内に所在すること

となったときは、その事由が発生した日か

ら15日以内に、町長に対し、標識交付申請

書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又

は小型特殊自動車の提示をして、その車体

に取り付けるべき標識の交付を受けなけ

ればならない。種別割を課されるべき原動

機付自転車又は小型特殊自動車が法第445

条若しくは第81条の２又は第80条第３項

ただし書の規定によって種別割を課され

ないこととなったときにおける当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車の所有者

いう。次項において同じ。）が記録された

免許情報記録個人番号カード（同法第95条

の２第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同じ。）

を提示するとともに、次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して、提出しな

ければならない。 

（１）～（６） 略 

３ 略 

４ 第１項第２号の規定によって軽自動車

税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、町長に対して、当該軽自動車等の提

示（町長が、当該軽自動車等の提示に代わ

ると認める書類の提出がある場合には、当

該書類の提出）をするとともに前条第２項

各号に掲げる事項を記載した申請書を提

出しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

って軽自動車税の減免を受けている者に

ついて準用する。 

 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の交付等） 

第91条 略 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80

条第２項ただし書の規定によって軽自動

車税を課すことのできない原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用

者は、その主たる定置場が、町内に所在す

ることとなったときは、その事由が発生し

た日から15日以内に、町長に対し、標識交

付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の提示をして、そ

の車体に取り付けるべき標識の交付を受

けなければならない。軽自動車税を課され

るべき原動機付自転車又は小型特殊自動

車が法第445条若しくは第81条の２又は第

80条第２項ただし書の規定によって軽自

動車税を課されないこととなったときに

おける当該原動機付自転車又は小型特殊
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又は使用者についても、また、同様とする。 

 

３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の主たる定置場が町内に

所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若

しくは使用しないこととなったとき又は

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

に対して種別割が課されることとなった

ときは、その事由が発生した日から15日以

内に、町長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

８及び９ 略 

 

   附 則 

 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から令和９年度までの

各年度分の個人の町民税に限り、法附則第

４条の４第３項の規定に該当する場合に

おける第34条の２の規定による控除につ

いては、その者の選択により、同条中「同

条第１項」とあるのは「同条第１項（第２

号を除く。）」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第４条の４第３項の規定

により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができ

る。 

 

第７条の２ 略 

 

（個人の町民税の住宅借入金等特別税額

控除） 

第７条の３ 平成20年度から平成28年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の２の

自動車の所有者又は使用者についても、ま

た、同様とする。 

３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の主たる定置場が町内に

所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若

しくは使用しないこととなったとき又は

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

に対して軽自動車税が課されることとな

ったときは、その事由が発生した日から15

日以内に、町長に対し、その標識及び証明

書を返納しなければならない。 

８及び９ 略 

 

   附 則 

 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度以後の各年度分の個人

の町民税に限り、法附則第４条の５第３項

の規定に該当する場合における第34条の

２の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」と、

「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の５第３項の規定により読み替えて

適用される法第314条の２第１項（第２号

に係る部分に限る。）」として、同条の規

定を適用することができる。 

 

 

第７条の２ 略 
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２の規定の適用を受けた場合（同法第41条

第１項に規定する居住年（次条において

「居住年」という。）が平成11年から平成

18年までの各年である場合に限る。）にお

いては、法附則第５条の４第６項に規定す

るところにより控除すべき額（第３項にお

いて「町民税の住宅借入金等特別税額控除

額」という。）を、当該納税義務者の第34

条の３及び第34条の６の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における

第34条の８及び第34条の９第１項の規定

の適用については、第34条の８中「前２条」

とあるのは「前２条並びに附則第７条の３

第１項」と、同項中「前３条」とあるのは

「前３条並びに附則第７条の３第１項」と

する。 

３ 第１項の規定は、町民税の所得割の納税

義務者が、当該年度の初日の属する年の３

月15日までに、施行規則で定めるところに

より、同項の規定の適用を受けようとする

旨及び町民税の住宅借入金等特別税額控

除額の控除に関する事項を記載した町民

税住宅借入金等特別税額控除申告書（その

提出期限後において町民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたものを

含む。）を、町長に提出した場合（法附則

第５条の４第９項の規定により税務署長

を経由して提出した場合を含む。）に限り、

適用する。 

 

 

 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年

度までの各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき租税特別措置法第41条又は第41条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21

年から令和７年までの各年である場合に

限る。）において、前条第１項の規定の適

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人の町民税の住宅借入金等特別税額

控除） 

第７条の３ 平成22年度から令和25年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の２の

２の規定の適用を受けた場合（同法第41条

第１項に規定する居住年が平成21年から

令和12年までの各年である場合に限る。）

には、法附則第５条の４第５項（同条第７
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用を受けないときは、法附則第５条の４の

２第５項（同条第７項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第34条の３及び第34条の６の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合における

第34条の８及び第34条の９第１項の規定

の適用については、第34条の８中「前２条」

とあるのは「前２条並びに附則第７条の３

の２第１項」と、第34条の９第１項中「前

３条」とあるのは「前３条並びに附則第７

条の３の２第１項」とする。 

 

（寄附金税額控除における特例控除額の

特例） 

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受

ける町民税の所得割の納税義務者が、法第

314条の７第11項第２号若しくは第３号に

掲げる場合に該当する場合又は第34条の

３第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有

しない場合であって、当該納税義務者の前

年中の所得について、附則第16条の３第１

項、附則第16条の４第１項、附則第17条第

１項、附則第18条第１項、附則第19条第１

項、附則第19条の２第１項又は附則第20条

第１項の規定の適用を受けるときは、第34

条の７第２項に規定する特例控除額は、同

項の規定にかかわらず、法附則第５条の５

第２項（法附則第５条の６第２項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）

に定めるところにより計算した金額とす

る。 

 

（肉用牛の売却による事業所得に係る町

民税の課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの

各年度分の個人の町民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第36

項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に規定するところにより控除

すべき額を、当該納税義務者の第34条の３

及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における

第34条の８及び第34条の９第１項の規定

の適用については、第34条の８中「前２条」

とあるのは「前２条並びに附則第７条の３

第１項」と、第34条の９第１項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第７条の３

第１項」とする。 

 

（寄附金税額控除における特例控除額の

特例） 

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受

ける町民税の所得割の納税義務者が、法第

314条の７第11項第２号若しくは第３号に

掲げる場合に該当する場合又は第34条の

３第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有

しない場合であって、当該納税義務者の前

年中の所得について、附則第16条の３第１

項、附則第16条の４第１項、附則第17条第

１項、附則第18条第１項、附則第19条第１

項、附則第19条の２第１項、附則第19条の

３第１項又は附則第20条第１項の規定の

適用を受けるときは、第34条の７第２項に

規定する特例控除額は、同項の規定にかか

わらず、法附則第５条の５第２項（法附則

第５条の６第３項又は第４項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

 

（肉用牛の売却による事業所得に係る町

民税の課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和12年度までの

各年度分の個人の町民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第36
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条の２第１項の規定による申告書（その提

出期限後において町民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると町長が認める

ときを含む。次項において同じ。）は、当

該事業所得に係る町民税の所得割の額を

免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の町民

税に限り、法附則第６条第５項に規定する

場合において、第36条の２第１項の規定に

よる申告書に肉用牛の売却に係る租税特

別措置法第25条第２項第２号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載があ

るときは、その者の前年の総所得金額に係

る町民税の所得割の額は、第33条から第34

条の３まで、第34条の６から第34条の８ま

で、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項、附則第７条の３の２第１項及び附則

第７条の４の規定にかかわらず、法附則第

６条第５項各号に掲げる金額の合計額と

することができる。 

３ 略 

 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第３項

の規定による申告特例通知書の送付があ

った場合（法附則第７条第13項の規定によ

りなかったものとみなされる場合を除

く。）には、法附則第７条の２第４項に規

定するところにより控除すべき額を、第34

条の７第１項及び第２項の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除するものと

する。 

 

条の２第１項の規定による申告書（その提

出期限後において町民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると町長が認める

ときを含む。次項において同じ。）は、当

該事業所得に係る町民税の所得割の額を

免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の町民

税に限り、法附則第６条第５項に規定する

場合において、第36条の２第１項の規定に

よる申告書に肉用牛の売却に係る租税特

別措置法第25条第２項第２号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載があ

るときは、その者の前年の総所得金額に係

る町民税の所得割の額は、第33条から第34

条の３まで、第34条の６から第34条の８ま

で、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の４の規定にかかわ

らず、法附則第６条第５項各号に掲げる金

額の合計額とすることができる。 

 

３ 略 

 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第３項

の規定による申告特例通知書の送付があ

った場合（法附則第７条第13項の規定によ

りなかったものとみなされる場合を除

く。）には、法附則第７条の２第４項（法

附則第７条の３第３項又は第４項の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき

額を、第34条の７第１項及び第２項の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す
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（法附則第15条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第10条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第15条第21項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

４ 法附則第15条第22項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第22項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第22項第３号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第23項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第23項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第25項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第25項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

13 法附則第15条第25項第２号に規定する

設備について同号に規定する町の条例で

定める割合は７分の６とする。 

14 法附則第15条第25項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第３号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

るものとする。 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第10条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第15条第20項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

４ 法附則第15条第21項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第21項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第21項第３号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第22項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第22項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第24項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

10 法附則第15条第24項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

11 法附則第15条第24項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

12 法附則第15条第24項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

13 法附則第15条第24項第２号に規定する

設備について同号に規定する町の条例で

定める割合は５分の３とする。 

14 法附則第15条第24項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

15 法附則第15条第24項第３号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。 

16 法附則第15条第24項第４号に規定する

設備について同号に規定する町の条例で
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で定める割合は４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第４号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第４号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第４号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

20 略 

 

 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

第10条の３ 略 

２～６ 略 

７ 法附則第15条の８第４項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第16項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。 

（１）～（３） 略 

８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第19項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して町長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）～（６） 略 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居

定める割合は４分の３とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 略 

18 法附則第15条の11第１項に規定する町

の条例で定める割合は３分の１とする。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告） 

第10条の３ 略 

２～６ 略 

７ 法附則第15条の８第４項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第17項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。 

（１）～（３） 略 

８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第20項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して町長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）～（６） 略 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居
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住改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第４項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各

号に掲げる書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

（１）～（３） 略 

（４） 令附則第12条第23項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者

が同項各号のいずれに該当するか

の別 

（５） 略 

（６） 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第24項に規定す

る補助金等、居宅介護住宅改修費及

び介護予防住宅改修費 

（７） 略 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第９項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第10

項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。 

（１）～（４） 略 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定

する補助金等 

（６） 略 

11 略 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

５項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、法附則第15条の９

第９項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第

住改修専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第４項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第９項各

号に掲げる書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

（１）～（３） 略 

（４） 令附則第12条第24項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者

が同項各号のいずれに該当するか

の別 

（５） 略 

（６） 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第25項に規定す

る補助金等、居宅介護住宅改修費及

び介護予防住宅改修費 

（７） 略 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第９項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第10

項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。 

（１）～（４） 略 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定

する補助金等 

（６） 略 

11 略 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

５項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、法附則第15条の９

第９項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第
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７条第12項各号に掲げる書類を添付して

町長に提出しなければならない。 

（１）～（４） 略 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定

する補助金等 

（６） 略 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第18項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

（１）～（６） 略 

14 法附則第15条の11第１項の改修実演芸

術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便

性等向上改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行規則（平成18年国土交

通省令第110号）第10条第２項に規定する

通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等

の活性化に関する法律（平成24年法律第49

号）第２条第２項に規定する実演芸術の公

演の用に供する施設である旨を証する書

類を添付して町長に提出しなければなら

ない。 

 

 

（１）及び（２） 略 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行

令（平成18年政令第379号）第５条

７条第12項各号に掲げる書類を添付して

町長に提出しなければならない。 

（１）～（４） 略 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定

する補助金等 

（６） 略 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第18項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し、建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第20項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

（１）～（６） 略 

14 法附則第15条の11第１項の改修特別特

定建築物について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条の２第１項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成18年法律第91号）第

14条第１項に規定する建築物移動等円滑

化基準（同条第３項の条例で付加した事項

を含む。）又は同法第17条第３項第１号に

規定する同法第２条第20号に規定する建

築物特定施設の構造及び配置に関する基

準に適合する旨を証する書類を添付して

町長に提出しなければならない。 

（１）及び（２） 略 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行

令（平成18年政令第379号）第５条
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第３号に規定する劇場若しくは演

芸場又は同条第４号に規定する集

会場若しくは公会堂のいずれに該

当するかの別 

 

 

（４）～（６） 略 

 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 略 

２～５ 略 

 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の

特例） 

第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定

にかかわらず、道が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 

２ 道知事は、当分の間、前項の規定により

行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、３輪以上の軽自動車が法第446条

第１項（同条第２項又は第３項において準

用する場合を含む。）又は法第451条第１

項若しくは第２項（これらの規定を同条第

４項又は第５項において準用する場合を

含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第29条

の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づ

き当該判断をするものとする。 

３ 道知事は、当分の間、第１項の規定によ

り賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不足

額があることを附則第15条の４の規定に

より読み替えられた第81条の６第１項の

納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽

各号に掲げる特別特定建築物（高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律第14条第３項の条

例で定める同法第２条第18号に規

定する特定建築物を含む。）のいず

れに該当するかの別 

（４）～（６） 略 

 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 略 

２～５ 略 
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りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を当該不足額に係

る３輪以上の軽自動車について法附則第

29条の11の規定によりその例によること

とされた法第161条第１項に規定する申告

書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、軽自動車税の環境性

能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに100分の35の

割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第15条の３ 町長は、当分の間、第81条の８

の規定にかかわらず、道知事が自動車税の

環境性能割を減免する自動車に相当する

ものとして町長が定める３輪以上の軽自

動車に対しては、北海道における自動車税

の環境性能割の減免の例により、軽自動車

税の環境性能割を減免する。 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税の特

例） 

第15条の３の２ 当分の間、軽自動車税の環

境性能割において、地方税法第445条第２

項の規定の適用を受けるべき軽自動車税

は、第81条の２の規定に関わらず、北海道

が同法第148条第２項の規定により条例で

定める自動車に相当するものとして町長

が定める３輪以上の軽自動車とする。 

２ 前項の規定に該当する３輪以上の軽自

動車に対して、同法445条第２項の規定を

受けるための手続その他必要な事項につ
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いては、この条例の規定にかかわらず、北

海道における自動車税の環境性能割の課

税免除の例による。 

 

（軽自動車税の環境性能割の課税免除の

特例） 

第15条の３の３ 当分の間、第80条の２の規

定は、軽自動車税の環境性能割について適

用しない。 

 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の

特例） 

第15条の４ 第81条の６の規定による申告

納付については、当分の間、同条中「町長」

とあるのは、「道知事」とする。 

 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取

扱費の交付） 

第15条の５ 町は、道が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うため

に要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第１項に掲げる金額の合計額を、徴

収取扱費として道に交付する。 

 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車

に対する第81条の４の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する

第81条の４（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、当分の間、同号

中「100分の３」とあるのは、「100分の２」

とする。 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３
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輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第３項に規定する車両

番号の指定（次項から第４項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別

割に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第

82条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和４年４月１日から令和８年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受

ける３輪以上の法第446条第１項第３号に

規定するガソリン軽自動車（以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）（営業用の乗用のものに限る。）に

対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日

から令和８年３月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条

第２号イ（ロ）中「3,900円」とあるのは

「2,000円」と、同号イ（ハ）a中「6,900円」

とあるのは「3,500円」とする。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受

ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の

乗用のものに限る。）に対する第82条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の道路運送車両法第60条第１項後

段の規定による車両番号の指定（次項及び

第３項において「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税に係る第82条の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第

82条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和７年４月１日から令和10年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受

ける３輪以上の同項に規定するガソリン

軽自動車（以下この項において「ガソリン

軽自動車」という。）（営業用の乗用のも

のに限る。）に対する第82条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和

７年４月１日から令和８年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、令和８年度分の軽自動車税に限り、同

条第２号イ（ロ）中「3,900円」とあるのは

「2,000円」と、同号イ（ハ）a中「6,900円」

とあるのは「3,500円」とする。 
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車が令和４年４月１日から令和７年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号イ（ロ）中

「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同

号イ（ハ）a中「6,900円」とあるのは「5,200

円」とする。 

 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前

条第２項から第４項までの規定の適用を

受ける３輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第30条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２ 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第83条

第２項の納期限（納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限）後において

知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。）により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る３輪以上

の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車

税の種別割に関する規定（第87条及び第88

条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 町長は、軽自動車税の賦課徴収

に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項

又は第３項の規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第30条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 

２ 町長は、納付すべき軽自動車税の額につ

いて不足額があることを第83条第２項の

納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽

りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在に

おける当該不足額に係る３輪以上の軽自

動車の所有者とみなして、軽自動車税に関

する規定（第87条及び第88条の規定を除

く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における

納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足

額に、これに100分の35の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 
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る。 

 

（上場株式等に係る配当所得等に係る町

民税の課税の特例） 

第16条の３ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の３第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の３第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第16

条の３第１項の規定による町民税

の所得割の額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

町民税の課税の特例） 

第16条の４ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

 

 

（上場株式等に係る配当所得等に係る町

民税の課税の特例） 

第16条の３ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第16条の３第

１項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

（３）～（５） 略 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

町民税の課税の特例） 

第16条の４ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中
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用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第16条の４第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第16条の４第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第16

条の４第１項の規定による町民税

の所得割の額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

４ 略 

 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課

税の特例） 

第17条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第17条第１項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び附則第７

条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第17条第１項の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の４第１項の

規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第16条の４第

１項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の４第１項の

規定による町民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

（３）～（５） 略 

４ 略 

 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課

税の特例） 

第17条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第17条第１項の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第17条第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

17条第１項の規定による町民税の
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「所得割の額及び附則第17条第１

項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民

税の課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第31条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する

譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡

所得を除く。次項において同じ。）に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する町

民税の所得割の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

（１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年

度までの各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１

項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第34条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する町民税の所得割について準用する。こ

の場合において、当該譲渡が法附則第34条

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民

税の課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和11年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第31条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する

譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡

所得を除く。次項において同じ。）に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する町

民税の所得割の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

（１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和11年

度までの各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１

項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第34条の２第６項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する町民税の所得割について準用する。こ

の場合において、当該譲渡が法附則第34条
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の２第10項の規定に該当することとなる

ときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定

地のための譲渡ではなかったものとみな

す。 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（短期譲渡所得に係る個人の町民税の課

税の特例） 

第18条 略 

２～４ 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第18条第１項の規定による

の２第12項の規定に該当することとなる

ときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定

地のための譲渡ではなかったものとみな

す。 

３ 略 

４ 第１項（第２項において準用する場合を

含む。）の場合において、所得割の納税義

務者が、租税特別措置法第31条の２第２項

第13号から第15号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした

時において地すべり等防止法（昭和33年法

律第30号）第３条第１項の地すべり防止区

域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和44年法律第57号）第３条第

１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律（平成12年法律第57号）第

９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は

特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法

律第77号）第56条第１項の浸水被害防止区

域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、

第１項又は第２項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

 

（短期譲渡所得に係る個人の町民税の課

税の特例） 

第18条 略 

２～４ 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第18条第１項の規定

による町民税の所得割の額」と、第

32



 

町民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び附則第７

条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第18条第１項の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第18条第１

項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第19条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第34条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第19条第１項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び附則第７

条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第19条第１項の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第19条第１

項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

 

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第18条第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

18条第１項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第19条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条第１項の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第19条第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

19条第１項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 
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（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第19条の２ 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第19条の２ 略 

２ 略 

 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る

個人の町民税の課税の特例） 

第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第38条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合には、当該事業所得、譲

渡所得及び雑所得については、第33条第１

項及び第２項並びに第34条の３の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び

雑所得の金額として令附則第18条の６の

４で定めるところにより計算した金額（以

下この項において「特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」という。）に対し、特定

暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項

第１号の規定により読み替えて適用され

る第34条の２の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の100分

の３に相当する金額に相当する町民税の

所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 第34条の２の規定の適用について

は、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第19条の３

第１項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」とする。 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項前段、第34条
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（先物取引に係る雑所得等に係る個人の

町民税の課税の特例） 

第20条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第34条の６中「所得

の８、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第19条の３第

１項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額の

合計額」とする。 

（３） 第35条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附

則第19条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「、山林所得金額若しく

は附則第19条の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」とする。 

（４） 附則第５条の規定の適用について

は、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附

則第19条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第19条の３第１項の規定による町

民税の所得割の額」とする。 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の

町民税の課税の特例） 

第20条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項の規

定の適用については、第34条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割
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割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条第１項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の

７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び附則第７

条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条第１項の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条第１

項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例） 

第20条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の２第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項前段、第34条の８、第34

条の９第１項並びに附則第７条第

１項、第７条の３第１項及び第７条

の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第

20条の２第１項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第20条の２

第１項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

の額及び附則第20条第１項の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第20条第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第

20条第１項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例） 

第20条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項及び第７条の３第１項の

規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第１項

の規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項前段、第34条

の８、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の２第

１項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の２第１項の

規定による町民税の所得割の額の

合計額」とする。 
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（３）～（５） 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の２第３項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の２第３項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の２第３項後段の規定に

よる町民税の所得割の額の合計額」

とする。 

（３）～（５） 略 

 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例） 

第20条の３ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の３第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第34条

（３）～（５） 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項及び第７条の３第１項の

規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第３項

後段の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、

第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の

３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第20条の

２第３項後段の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の２

第３項後段の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 

 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例） 

第20条の３ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項及び第７条の３第１項の

規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の３第１項

の規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項前段、第34条
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の７第１項前段、第34条の８、第34

条の９第１項並びに附則第７条第

１項、第７条の３第１項及び第７条

の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第

20条の３第１項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第20条の３

第１項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

（３）～（５） 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項の規定の適用

については、第34条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の３第３項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の３第３項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第

34条の７第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の３第３項後段の規定に

よる町民税の所得割の額の合計額」

とする。 

（３）～（５） 略 

６ 略 

 

の８、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の３第

１項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

（３）～（５） 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

（１） 略 

（２） 第34条の６から第34条の８まで、

第34条の９第１項並びに附則第７

条第１項及び第７条の３第１項の

規定の適用については、第34条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の３第３項

後段の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、

第34条の８、第34条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の

３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第20条の

３第３項後段の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の３

第３項後段の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

 

 

（３）～（５） 略 

６ 略 

 

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 
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附 則 
（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八雲町税条例（以
下「新条例」という。）の規定は、令和８年４月１日から適用する。ただし、次の
各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
（１） 第36条の２第１項ただし書、第36条の３の２及び第36条の３の３の改正規

定並びに附則第６条の改正規定及び附則第７条の３の２第１項の改正規定
（「令和20年度」を「令和25年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和
12年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９
年１月１日 

（２） 第63条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 
（３） 第34条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第

５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限
る。）、附則第９条の２の改正規定及び附則第17条の２の改正規定（同条第
１項及び第２項中「令和８年度」を「令和11年度」に改める部分を除く。）
並びに次条第４項の規定 令和10年１月１日 

（４） 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第

19条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年
法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 新条例第36条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定
の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第36条の
３の３第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的
年金等について提出したこの条例による改正前の八雲町税条例第36条の３の３第
１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の八雲町税条例附則第７条の３第１項及
び第２項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税
法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号。以下この項において「所得税法
等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律
第26号）第41条第１項に規定する居住用家屋（同条第16項の規定により同条第１項

に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。）
若しくは既存住宅（同条第17項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみな
される同条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第１
項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）
若しくは増改築等をした家屋（同条第17項の規定により同条第１項に規定する増改
築等をした家屋とみなされる同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含
み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規
定する認定住宅等（同条第18項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみ
なされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めると
ころによりその者の居住の用に供する場合について適用し、町民税の所得割の納税

義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法
第41条第１項に規定する居住用家屋（同条第20項の規定により同条第１項に規定す
る居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しく
は既存住宅（同条第35項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる
同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当
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該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21
項の規定により同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定
する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の
用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の八雲町税条例附則第７条の４の規定は、
同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」とい
う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、４号施
行日の属する年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第17条の２第４項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が前条第３
号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第17条の２第１項の土地等の譲

渡について適用する。 
５ 新条例附則第19条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分
の個人の町民税について適用する。 
（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、
令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資
産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第63条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、
令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得された地方税法
等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則第15条第25項に
規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、
なお従前の例による。 

４ 平成30年４月１日から令和８年３月31日までの間に旧法附則第15条の11第１項
に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施
設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自
動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。 
３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
（八雲町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 八雲町税条例等の一部を改正する条例（平成26年八雲町条例第11号）の一部
を次のように改正する。 
附則第６条中「の種別割」を削る。 

 
 

令和８年６月３日提出 
 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ３ 号 

 

八雲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

八雲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年八雲

町条例第19号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

 （最低基準の目的）  （最低基準の目的） 

第２条 最低基準は、町長の監督に属する家

庭的保育事業等を利用している乳児又は

幼児（満３歳に満たない者に限り、法第６

条の３第９項第２号、同条第10項第２号、

同条第11項第２号又は同条第12項第２号

の規定に基づき保育が必要と認められる

児童であって満３歳以上のものについて

保育を行う場合にあっては、当該児童を含

む。以下同じ。）（以下「利用乳幼児」と

いう。）が、明るくて、衛生的な環境にお

いて、素養があり、かつ、適切な訓練を受

けた職員（家庭的保育事業等を行う事業所

（以下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提

供することにより、心身ともに健やかに育

成されることを保障するものとする。 

第２条 最低基準は、町長の監督に属する家

庭的保育事業等を利用している乳児又は

幼児（満３歳に満たない者に限り、法第６

条の３第９項第２号、同条第10項第２号、

同条第11項第２号又は同条第12項第２号

の規定に基づき保育が必要と認められる

児童であって満３歳以上のものについて

保育を行う場合若しくは同条第10項第３

号の規定に基づき保育を必要とする児童

であって満３歳以上のものについて保育

を行う場合にあっては、当該児童を含む。

以下同じ。）（以下「利用乳幼児」という。）

が、明るくて、衛生的な環境において、素

養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員

（家庭的保育事業等を行う事業所（以下

「家庭的保育事業所等」という。）の管理

者を含む。以下同じ。）が保育を提供する

ことにより、心身ともに健やかに育成され

ることを保障するものとする。 

  

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保

育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事

業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第14条第１項及び第２項、第15

条第１項、第２項及び第５項、第16条並び

に第17条第１項から第３項まで並びに附

則第３項において同じ。）は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保

育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事

業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第14条第１項及び第２項、第15

条第１項、第２項及び第５項、第16条並び

に第17条第１項から第３項まで並びに附

則第３項において同じ。）は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満３歳以上の児童に対して必

要な教育（教育基本法（平成18年法律第120
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号）第６条第１項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。第３号

において同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携協

力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適切に確

保しなければならない。 

号）第６条第１項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。以下こ

の条において同じ。）又は保育が継続的に

提供されるよう、次に掲げる事項（法第６

条の３第10項第３号に掲げる事業（以下

「満３歳以上限定小規模保育事業」とい

う。）を行う事業者（以下「満３歳以上限

定小規模保育事業者」という。）にあって

は、第１号及び第２号に掲げる事項）に係

る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定

こども園（以下「連携施設」という。）を

適切に確保しなければならない。 

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略 

（３） 当該家庭的保育事業者等により保

育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業（法第６条の３

第12項に規定する事業所内保育事

業をいう。以下同じ。）の利用乳幼

児にあっては、第42条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。以下こ

の号において同じ。）を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳

幼児に係る保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受

け入れて教育又は保育を提供する

こと。 

（３） 当該家庭的保育事業者等（満３歳

以上限定小規模保育事業者を除

く。）により保育の提供を受けてい

た利用乳幼児（事業所内保育事業

（法第６条の３第12項に規定する

事業所内保育事業をいう。以下同

じ。）の利用乳幼児にあっては、第

42条に規定するその他の乳児又は

幼児に限る。以下この号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に

際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育又

は保育を提供すること。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

  （児童対象性暴力等の防止） 

第13条 削除 第13条 家庭的保育事業者等は、法第34条の

16第４項において準用する法第21条の５

の18第４項の規定に基づき、児童対象性暴

力等（学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律（令和６年法律第

69号）第２条第２項に規定する児童対象性

暴力等をいう。以下この条において同じ。）

を防止し、及び児童対象性暴力等が行われ

た場合に利用乳幼児を適切に保護するた

め、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と
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接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該

利用乳幼児に接するものをいう。）に係る

犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す

る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な

措置を講じなければならない。 

  

（家庭的保育事業所等内部の規程） （家庭的保育事業所等内部の規程） 

第18条 家庭的保育事業者等は、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならな

い。 

第18条 家庭的保育事業者等は、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならな

い。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

（６） 乳児及び幼児の区分ごとの利用定

    員 

（６） 乳児及び幼児の区分ごとの利用定

員（満３歳以上限定小規模保育事業

者にあっては、満３歳以上の幼児の

利用定員） 

（７）～（11） 略 （７）～（11） 略 

  

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業

Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及び小規模保育

事業Ｃ型とする。 

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業

Ａ型、小規模保育事業Ｂ型（満３歳以上限

定小規模保育事業を除く。）及び小規模保

育事業Ｃ型（満３歳以上限定小規模保育事

業を除く。）とする。 

  

（職員） （職員） 

第29条 略 第29条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める数の合計数に１を

加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める数の合計数に１を

加えた数以上とする。 

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第10項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね15

人につき１人 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

 おおむね15人につき１人（法第６

条の３第10項第２号又は第３号の

規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

（４） 略 （４） 略 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤
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務する保健師又は看護師を、１人に限り、

保育士とみなすことができる。 

務する保健師、看護師又は准看護師（以下

「看護師等」という。）を、１人に限り、

保育士とみなすことができる。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に

勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和22

年法律第26号）の規定による大学（短期大

学を除く。）若しくは大学院において、心

理学を専修する学科、研究科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業した者であ

って、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者をいう。）又は障害児の

療育に関する知識及び経験を有する者で

あって、障害児の療育の指導を行う業務に

５年以上従事した経験を有するもののい

ずれかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者（以下「特定理学療

法士等」という。）を、１人に限り、保育

士とみなすことができる。ただし、当該特

定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士に

よる支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定

理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当た

って、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士

（前項ただし書の規定による支援を行う

保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

  

（職員） （職員） 

第31条 略 第31条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳

幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とし、そのうち

半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳

幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の

合計数に１を加えた数以上とし、そのうち

半数以上は保育士とする。 

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略 
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（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第10項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね15

人につき１人 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

 おおむね15人につき１人（法第６

条の３第10項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

（４） 略 （４） 略 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する保健師又は看護師を、１人に限り、

保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤

務する看護師等を、１人に限り、保育士と

みなすことができる。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に

勤務する特定理学療法士等を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当

たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保

育士による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定

理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当た

って、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士

（前項ただし書の規定による支援を行う

保育士を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

  

（準用） （準用） 

第32条 第24条から第26条まで及び第28条

の規定は、小規模保育事業Ｂ型について準

用する。この場合において、第24条中「家

庭的保育事業を行う者（次条及び第26条に

おいて「家庭的保育事業者」という。）」

とあるのは「小規模保育事業Ｂ型を行う者

（第32条において準用する次条及び第26

条において「小規模保育事業者（Ｂ型）」

という。）」と、第25条及び第26条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育

事業者（Ｂ型）」と、第28条中「小規模保

育事業所Ａ型」とあるのは「小規模保育事

業所Ｂ型」と、同条第４号中「次号並びに

第32条 第24条から第26条まで及び第28条

の規定は、小規模保育事業Ｂ型について準

用する。この場合において、第24条中「家

庭的保育事業を行う者（次条及び第26条に

おいて「家庭的保育事業者」という。）」

とあるのは「小規模保育事業Ｂ型を行う者

（第32条において準用する次条及び第26

条において「小規模保育事業者（Ｂ型）」

という。）」と、第25条及び第26条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育

事業者（Ｂ型）」と、第28条中「小規模保

育事業所Ａ型」とあるのは「小規模保育事

業所Ｂ型」とする。 
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第33条第４号及び第５号」とあるのは「第

32条において準用する次号」と読み替える

ものとする。 

  

（利用定員） （利用定員） 

第35条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条

の３第10項の規定にかかわらず、その利用

定員を６人以上10人以下とする。 

第35条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条

の３第10項第１号の規定にかかわらず、そ

の利用定員を６人以上10人以下とする。 

  

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第44条 略 第44条 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める数の合計数以上と

する。ただし、保育所型事業所内保育事業

所一につき２人を下回ることはできない。 

（１）及び（２） 略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第12項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね15

人につき１人 

（４） 略 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める数の合計数以上と

する。ただし、保育所型事業所内保育事業

所一につき２人を下回ることはできない。 

（１）及び（２） 略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

 おおむね15人につき１人（法第６

条の３第12項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

（４） 略 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する保健師又は看護師を１人に

限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該保育所型事業所内保育事業

所に勤務する看護師等を１人に限り、保育

士とみなすことができる。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所に勤務する特定理学療法士等を、１人

に限り、保育士とみなすことができる。た

だし、当該特定理学療法士等が保育を行う

に当たっては、当該保育所型事業所内保育

事業所の保育士による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定

理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当た

って、当該保育所型事業所内保育事業所の

保育士（前項ただし書の規定による支援を

行う保育士を除く。）による支援を受ける
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ことができる体制を確保しなければなら

ない。 

  

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第47条 略 第47条 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計数に

１を加えた数以上とし、そのうち半数以上

は保育士とする。 

（１）及び（２） 略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

（法第６条の３第12項第２号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。

次号において同じ。） おおむね15

人につき１人 

（４） 略 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める数の合計数に

１を加えた数以上とし、そのうち半数以上

は保育士とする。 

（１）及び（２） 略 

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童

 おおむね15人につき１人（法第６

条の３第12項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

（４） 略 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する保健師又は看護師を、１人に

限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模型事業所内保育事業

所に勤務する看護師等を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所に勤務する特定理学療法士等を、１人

に限り、保育士とみなすことができる。た

だし、当該特定理学療法士等が保育を行う

に当たっては、当該小規模型事業所内保育

事業所の保育士による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定

理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当た

って、当該小規模型事業所内保育事業所の

保育士（前項ただし書の規定による支援を

行う保育士を除く。）による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければなら

ない。 

  

（準用） （準用） 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条

の規定は、小規模型事業所内保育事業につ

第48条 第24条から第26条まで及び第28条

の規定は、小規模型事業所内保育事業につ
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いて準用する。この場合において、第24

条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び

第26条において「家庭的保育事業者」とい

う。）」とあるのは「第47条第１項に規定

する小規模型事業所内保育事業を行う者

（第48条において準用する次条及び第26

条において「小規模型事業所内保育事業

者」という。）」と、第25条及び第26条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業者」と、第28条中「小

規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業所」と、同条第１号中

「調理設備」とあるのは「調理設備（当該

小規模型事業所内保育事業所を設置し及

び管理する事業主が事業場に附属して設

置する炊事場を含む。第48条において準用

する第４号において同じ。）」と、同条第

４号中「次号」とあるのは「第48条におい

て準用する次号」と読み替えるものとす

る。 

いて準用する。この場合において、第24

条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び

第26条において「家庭的保育事業者」とい

う。）」とあるのは「第47条第１項に規定

する小規模型事業所内保育事業を行う者

（第48条において準用する次条及び第26

条において「小規模型事業所内保育事業

者」という。）」と、第25条及び第26条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業者」と、第28条中「小

規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業所」と、同条第１号中

「調理設備」とあるのは「調理設備（当該

小規模型事業所内保育事業所を設置及び

管理する事業主が事業場に附属して設置

する炊事場を含む。第４号において同

じ。）」とする。 

  

附 則 附 則 

  

（経過措置） （経過措置） 

２ 当分の間、この条例による改正後の八雲

町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（以下「新条例」と

いう。）第29条第２項、第31条第２項、第

44条第２項及び第47条第２項の規定の適

用については、新条例第29条第２項第３

号、第31条第２項第３号、第44条第２項第

３号及び第47条第２項第３号中「15人」と

あるのは「20人」と、新条例第29条第２項

第４号、第31条第２項第４号、第44条第２

項第４号及び第47条第２項第４号中「25

人」とあるのは「30人」とする。 

２ 当分の間、八雲町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例第

29条第２項、第31条第２項、第44条第２項

及び第47条第２項の規定の適用について

は、同条例第29条第２項第３号、第31条第

２項第３号、第44条第２項第３号及び第47

条第２項第３号中「15人」とあるのは「20

人」と、同条例第29条第２項第４号、第31

条第２項第４号、第44条第２項第４号及び

第47条第２項第４号中「25人」とあるのは

「30人」とする。 

 ３ 令和10年４月1日以後における前項の規

定の適用については、同項中「同条例第29

条第２項第３号、第31条第２項第３号、第

44条第２項第３号及び第47条第２項第３

号中「15人」とあるのは「20人」と、同条
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例」とあるのは「同条例」と、「「30人」

とあるのは「、「30人」とする。 

３ 前項に規定する期間内においても、小規

模保育事業者（Ａ型）、小規模保育事業者

（Ｂ型）、保育所型事業所内保育事業者及

び小規模型事業所内保育事業者は、同項の

規定による読替え前の新条例第29条第２

項、第31条第２項、第44条第２項及び第47

条第２項に定める基準を満たす数の保育

士及び保育従事者を置くよう努めなけれ

ばならない。 

４ 附則第２項（前項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。以下この項におい

て同じ。）に規定する期間内においても、

小規模保育事業者（Ａ型）、小規模保育事

業者（Ｂ型）、保育所型事業所内保育事業

者及び小規模型事業所内保育事業者は、附

則第２項の規定による読替え前の八雲町

家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第29条第２項、第31

条第２項、第44条第２項及び第47条第２項

に定める基準を満たす数の保育士及び保

育従事者を置くよう努めなければならな

い。 

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は令和８年12月25

日から施行する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ４ 号 

 

八雲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

八雲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年八

雲町条例第33号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第13条 略 第13条 略 

  

 （児童対象性暴力等の防止） 

 第13条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第

34条の16第４項において準用する法第21

条の５の18第４項の規定に基づき、児童対

象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保

育等事業者による児童対象性暴力等の防

止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第69号）第２条第２項に規定する児童

対象性暴力等をいう。以下この条において

同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等

が行われた場合に利用乳幼児を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（利用

乳幼児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下

で当該利用乳幼児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に

規定する犯罪事実確認をいう。）その他の

必要な措置を講じなければならない。 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第14条 略 第14条 略 

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 

 

附 則 

この条例は、令和８年12月25日から施行する。 

 

 

  令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ５ 号 

 

八雲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

八雲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成26年八雲町条例第21号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

目次 目次 

第１章及び第２章 略 第１章及び第２章 略 

第３章 特定地域型保育事業の運営に関

する基準 

第３章 特定地域型保育事業の運営に関

する基準 

第１節及び第２節 略 第１節及び第２節 略 

第３節 特例地域型保育給付費に関す

る基準（第51条・第52条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関す

る基準（第51条～第52条） 

第４章及び第５章 略 第４章及び第５章 略 

附則 附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

（６） 小規模保育事業 児童福祉法第６

条の３第10項に規定する小規模保

育事業をいう。 

（６） 満３歳未満等小規模保育事業 児

童福祉法第６条の３第10項に規定

する小規模保育事業（同項第３号に

掲げる事業を除く。）をいう。 

 （６の２） 満３歳以上限定小規模保育事

業 児童福祉法第６条の３第10項

に規定する小規模保育事業（同項第

３号に掲げる事業に限る。）をいう。 

（７）～（11） 略 （７）～（11） 略 

 （11の２） 教育認定子ども 法第27条第

１項に規定する教育認定子どもを

いう。 

 （11の３） 満３歳以上保育認定子ども 

法第27条第１項に規定する満３歳

以上保育認定子どもをいう。 

 （11の４） 保育認定子ども 法第29条第
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２項に規定する保育認定子どもを

いう。 

（12）～（22） 略 （12）～（22） 略  

（23） 特定地域型保育事業 法第43条第

３項に規定する特定地域型保育事

業をいう。 

（23） 特定地域型保育事業 法第43条第

４項に規定する特定地域型保育事

業をいう。 

（24）～（29） 略 （24）～（29） 略 

  

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は

幼稚園に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第19条第１号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定

教育・保育施設の設置者の教育・保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により選考しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は

幼稚園に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第19条第１号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している教

育認定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の同号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、抽選、申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定教育・保

育施設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は

保育所に限る。以下この項及び次条第２項

において同じ。）は、利用の申込みに係る

法第19条第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区

分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる教育・保育給付認定子どもが優先的に

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は

保育所に限る。以下この項及び次条第２項

において同じ。）は、利用の申込みに係る

法第19条第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している満３歳以上保

育認定子ども又は満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。）の総数が、当該特定教育・保育施設

の同条第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、法第20条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を

受ける必要性が高いと認められる教育・保
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利用できるよう、選考するものとする。 育給付認定子どもが優先的に利用できる

よう、選考するものとする。 

４及び５ 略 ４及び５ 略  

  

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 第７条 略 

２ 特定教育・保育施設は、法第19条第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係

る当該特定教育・保育施設の利用について

児童福祉法第24条第３項（同法第73条第１

項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。第40条第２項において同じ。）の

規定により市町村が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設は、保育認定子ども

に係る当該特定教育・保育施設の利用につ

いて児童福祉法第24条第３項（同法第73

条第１項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。第40条第２項において同

じ。）の規定により市町村が行う調整及び

要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。 

  

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 略 第13条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を

受ける額のほか、特定教育・保育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認

定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を

受ける額のほか、特定教育・保育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認

定保護者から受けることができる。 

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略 

（３） 食事の提供（次に掲げるものを除

く。）に要する費用 

（３） 食事の提供（次に掲げるものを除

く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満

３歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、その教育・保育給付認定保

護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係

る市町村民税所得割合算額がそれ

ぞれ（ア）又は（イ）に定める金額

未満であるものに対する副食の提

供 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満

３歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、その教育・保育給付認定保

護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係

る市町村民税所得割合算額がそれ

ぞれ（ア）又は（イ）に定める金額

未満であるものに対する副食の提

供 

（ア） 法第19条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども

（ア） 教育認定子ども 77,101

       円 
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 77,101円 

（イ） 法第19条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ（イ）にお

いて同じ。） 57,700円（令

第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定

保護者にあっては、77,101

円） 

（イ） 満３歳以上保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ（イ）にお

いて同じ。） 57,700円（令

第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定

保護者にあっては、77,101

円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満

３歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部の第１学年か

ら第３学年までに在籍する子ども

をいう。以下このイにおいて同じ。）

が同一の世帯に３人以上いる場合

にそれぞれ（ア）又は（イ）に定め

る者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除く。） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満

３歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部の第１学年か

ら第３学年までに在籍する子ども

をいう。以下このイにおいて同じ。）

が同一の世帯に３人以上いる場合

にそれぞれ（ア）又は（イ）に定め

る者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除く。） 

（ア） 法第19条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子

ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を

除く。）である者 

（ア） 教育認定子ども 負担額算

定基準子ども又は小学校第

３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）であ

る者 

（イ） 法第19条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども（そ

のうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く。）

である者 

（イ） 満３歳以上保育認定子ども

 負担額算定基準子ども（そ

のうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く。）

である者 

ウ 略 ウ 略 

（４）及び（５） 略 （４）及び（５） 略 
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５及び６ 略 ５及び６ 略 

  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉

法第33条の10各号に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉

法第33条の10第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員

にあっては、認定こども園法第27条の２第

１項各号、学校教育法第１条に規定する幼

稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては、同法第28条第２項において準用す

る認定こども園法第27条の２第１項各号）

に掲げる行為その他当該教育・保育給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

  

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第19条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別

利用保育を提供する場合には、法第34条第

１項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が教育認定子

どもに対し特別利用保育を提供する場合

には、法第34条第１項第３号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、当該

特別利用保育に係る法第19条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、第

４条第２項第３号の規定により定められ

た法第19条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えない

ものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、当該

特別利用保育に係る教育認定子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る満３歳以上保育認定子どもの総数が、第

４条第２項第３号の規定により定められ

た法第19条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えない

ものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定に

より特別利用保育を提供する場合には、特

定教育・保育には特別利用保育を、施設型

給付費には特例施設型給付費（法第28条第

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定に

より特別利用保育を提供する場合には、特

定教育・保育には特別利用保育を、施設型

給付費には特例施設型給付費（法第28条第
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１項の特例施設型給付費をいう。次条第３

項において同じ。）を、それぞれ含むもの

として、前節（第６条第３項及び第７条第

２項を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教育・

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限

る。以下この項において同じ。）」とある

のは「特定教育・保育施設（特別利用保育

を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。）」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同号又は同条第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」と、第13

条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第28条第２項第２号

の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

１項の特例施設型給付費をいう。次条第３

項において同じ。）を、それぞれ含むもの

として、前節（第６条第３項及び第７条第

２項を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教育・

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限

る。以下この項において同じ。）」とある

のは「特定教育・保育施設（特別利用保育

を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。）」と、「教育認定子ども」

とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以

上保育認定子ども」と、「同号」とあるの

は「同条第２号」と、第13条第２項中「法

第27条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育認

定子ども」とあるのは「教育認定子ども（特

別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」

とあるのは「満３歳以上保育認定子ども

（特別利用保育を受ける者を含む。）」と

する。 

  

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第19条第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特

別利用教育を提供する場合には、法第34

条第１項第２号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が満３歳以上

保育認定子どもに対し、特別利用教育を提

供する場合には、法第34条第１項第２号に

規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、当該

特別利用教育に係る法第19条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、第

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、当該

特別利用教育に係る満３歳以上保育認定

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している教育認定子どもの総数が、第

４条第２項第２号の規定により定められ

た法第19条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えない
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４条第２項第２号の規定により定められ

た法第19条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えない

ものとする。 

ものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定に

より特別利用教育を提供する場合には、特

定教育・保育には特別利用教育を、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ

含むものとして、前節（第６条第３項及び

第７条第２項を除く。）の規定を適用する。

この場合において、第６条第２項中「特定

教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）」と

あるのは「特定教育・保育施設（特別利用

教育を提供している施設に限る。以下この

項において同じ。）」と、「利用の申込み

に係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに

係る法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「同条第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員」とあるのは「同条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員」と、第13条第２項中「法第27条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28

条第２項第３号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第

４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受ける者

を除く。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定に

より特別利用教育を提供する場合には、特

定教育・保育には特別利用教育を、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ

含むものとして、前節（第６条第３項及び

第７条第２項を除く。）の規定を適用する。

この場合において、第６条第２項中「特定

教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）」と

あるのは「特定教育・保育施設（特別利用

教育を提供している施設に限る。以下この

項において同じ。）」と、「利用の申込み

に係る法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第19条第２号に掲げる小学校

就学前子どもの数」と、「教育認定子ども

の総数」とあるのは「教育認定子ども又は

満３歳以上保育認定子どもの総数」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員」とあるのは「同条第１号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員」と、第13条第２項中「法第27

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育認

定子ども」とあるのは「教育認定子ども（特

別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」

とあるのは「満３歳以上保育認定子ども

（特別利用教育を受ける者を除く。）」と

する。 

  

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第29条第１

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第29条第１
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項の確認において定めるものに限る。以下

この章において同じ。）の数は、家庭的保

育事業にあっては１人以上５人以下、小規

模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働

省令第61号）第27条に規定する小規模保育

事業Ａ型をいう。第42条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第27

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。

第42条第３項において同じ。）にあっては

６人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型

（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

いう。附則第４条において同じ。）にあっ

ては６人以上10人以下、居宅訪問型保育事

業にあっては１人とする。 

項の確認において定めるものに限る。以下

この章において同じ。）の数は、家庭的保

育事業にあっては１人以上５人以下、小規

模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働

省令第61号）第27条に規定する小規模保育

事業Ａ型をいう。第42条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第27

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。

第42条第３項において同じ。）にあっては

６人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型

（同令第27条に規定する小規模保育事業

Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）

にあっては６人以上10人以下、居宅訪問型

保育事業にあっては１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育の種類及び当該特定地域型保育の種類

に係る特定地域型保育事業を行う事業所

（以下「特定地域型保育事業所」という。）

ごとに、法第19条第３号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員（事業所内保育

事業を行う事業所にあっては、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準第42

条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の

監護する小学校就学前子どもを保育する

ため当該事業所内保育事業を自ら施設を

設置して行う事業主に係る当該小学校就

学前子ども（当該事業所内保育事業が、事

業主団体に係るものにあっては事業主団

体の構成員である事業主の雇用する労働

者の監護する小学校就学前子どもとし、共

済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第

１号ハに規定する共済組合等をいう。）に

係るものにあっては共済組合等の構成員

（同号ハに規定する共済組合等の構成員

をいう。）の監護する小学校就学前子ども

とする。）及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第19条第３号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子ど

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を

除く。）は、次の各号に掲げる地域型保育

事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を

行う事業所ごとに、当該各号に定める利用

定員を、満１歳に満たない小学校就学前子

どもと満１歳以上の小学校就学前子ども

とに区分して定めるものとする。 

（１） 家庭的保育事業、満３歳未満等

小規模保育事業及び居宅訪問型

保育事業 法第19条第３号に掲

げる小学校就学前子どもに係る

利用定員 

（２） 事業所内保育事業 法第43条第

３項に規定する労働者等監護満

３歳未満小学校就学前子どもに

係る利用定員及びその他の法第

19条第３号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員 
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もに区分して定めるものとする。 

 ３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以

上限定小規模保育事業を行う事業所ごと

に、法第19条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員を定めるものとす

る。 

  

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 略 第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込み

に係る法第19条第３号に掲げる小学校就

学前子ども及び特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この章において同じ。）の総数が、

当該特定地域型保育事業所の同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者を除く。）は、利用の申

込みに係る法第19条第３号に掲げる小学

校就学前子ども及び特定地域型保育事業

所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章（第43条第１項を除

く。）において同じ。）の総数が、当該特

定地域型保育事業所の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、法第20条第

４項の規定による認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる満３

歳未満保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

 ３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者に限る。）は、利用の申

込みに係る法第19条第２号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している満３歳以上保

育認定子どもの総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超え

る場合においては、法第20条第４項の規定

による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる満３歳以上保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 
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３ 前項に規定する場合においては、特定地

域型保育事業者は、前項に規定する選考の

方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護

者に明示した上で、当該選考を行わなけれ

ばならない。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定

地域型保育事業者は、これらの項に規定す

る選考の方法をあらかじめ教育・保育給付

認定保護者に明示した上で、当該選考を行

わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の

提供体制の確保が困難である場合その他

利用申込者に係る満３歳未満保育認定子

どもに対し自ら適切な教育・保育を提供す

ることが困難である場合は、第42条第１項

に規定する連携施設その他の適切な特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の

提供体制の確保が困難である場合その他

利用申込者に係る保育認定子どもに対し

自ら適切な教育・保育を提供することが困

難である場合は、第42条第１項に規定する

連携施設その他の適切な特定教育・保育施

設又は特定地域型保育事業を紹介する等

の適切な措置を速やかに講じなければな

らない。 

  

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第40条 略 第40条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保

育認定子どもに係る特定地域型保育事業

の利用について児童福祉法第24条第３項

の規定により市町村が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならな

い。 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ど

もに係る特定地域型保育事業の利用につ

いて児童福祉法第24条第３項の規定によ

り市町村が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

  

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、満３歳未満保

育認定子どもの心身の状況、その置かれて

いる環境、他の特定教育・保育施設等の利

用状況等の把握に努めなければならない。 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、保育認定子ど

もの心身の状況、その置かれている環境、

他の特定教育・保育施設等の利用状況等の

把握に努めなければならない。 

  

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項にお

いて同じ。）は、特定地域型保育が適正か

つ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この条にお

いて同じ。）は、特定地域型保育が適正か

つ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 
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（１） 特定地域型保育の提供を受けてい

る満３歳未満保育認定子どもに集

団保育を体験させるための機会の

設定、特定地域型保育の適切な提供

に必要な特定地域型保育事業者に

対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援（次項において「保

育内容支援」という。）を実施する

こと。 

（１） 特定地域型保育の提供を受けてい

る保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地

域型保育の適切な提供に必要な特

定地域型保育事業者に対する相談、

助言その他の保育の内容に関する

支援（次項において「保育内容支援」

という。）を実施すること。 

（２） 略 （２） 略 

（３） 当該特定地域型保育事業者により

特定地域型保育の提供を受けてい

た満３歳未満保育認定子ども（事業

所内保育事業を利用する満３歳未

満保育認定子どもにあっては、第37

条第２項に規定するその他の小学

校就学前子どもに限る。以下この号

及び第６項第１号において同じ。）

を、当該特定地域型保育の提供の終

了に際して、当該満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当

該連携施設において受け入れて教

育・保育を提供すること。 

（３） 当該特定地域型保育事業者（満３

歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第７項において同じ。）により

特定地域型保育（満３歳以上限定小

規模保育を除く。第７項において同

じ。）の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事

業を利用する満３歳未満保育認定

子どもにあっては、第37条第２項に

規定するその他の法第19条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに限

る。第７項において同じ。）を、当

該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 事業所内保育事業を行う者であって、第

37条第２項の規定により定める利用定員

が20人以上のものについては、第１項の規

定にかかわらず、連携施設の確保に当たっ

て、同項第１号及び第２号に係る連携協力

を求めることを要しない。 

５ 事業所内保育事業（第37条第２項の規定

により定める利用定員が20人以上のもの

に限る。次項において「保育所型事業所内

保育事業」という。）を行う者については、

第１項の規定にかかわらず、連携施設の確

保に当たって、同項第１号及び第２号に係

る連携協力を求めることを要しない。 

 ６ 保育所型事業所内保育事業を行う者の

うち、児童福祉法第６条の３第12項第２号

に規定する事業を行うものであって、町長

が適当と認めるものについては、第１項の

規定にかかわらず、連携施設の確保をしな

61



 

いことができる。 

６ 略 ７ 略 

  

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認

定保護者から当該特定地域型保育に係る

利用者負担額（法第29条第３項第２号に掲

げる額をいう。）の支払を受けるものとす

る。 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認

定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者に限る。）か

ら当該特定地域型保育に係る利用者負担

額（法第29条第３項第２号に掲げる額をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２～６ 略 ２～６ 略 

  

（運営規程） （運営規程） 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程（第50条において準用する第23条に

おいて「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

（１）～（６） 略 （１）～（６） 略 

（７） 特定地域型保育事業の利用の開始

及び終了に関する事項並びに特定

地域型保育事業利用に当たっての

留意事項（第39条第２項に規定する

選考の方法を含む。） 

（７） 特定地域型保育事業の利用の開始

及び終了に関する事項並びに特定

地域型保育事業利用に当たっての

留意事項（第39条第２項及び第３項

に規定する選考の方法を含む。） 

（８）～（11） 略 （８）～（11） 略 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第47条 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに対し、適切な特定地域

型保育を提供することができるよう、特定

地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

第47条 特定地域型保育事業者は、保育認定

子どもに対し、適切な特定地域型保育を提

供することができるよう、特定地域型保育

事業所ごとに職員の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業

所の職員によって特定地域型保育を提供

しなければならない。ただし、満３歳未満

保育認定子どもに対する特定地域型保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務につ

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業

所の職員によって特定地域型保育を提供

しなければならない。ただし、保育認定子

どもに対する特定地域型保育の提供に直

接影響を及ぼさない業務については、この
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いては、この限りでない。 限りでない。 

３ 略 ３ 略 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第49条 略 第49条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保

育認定子どもに対する特定地域型保育の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ど

もに対する特定地域型保育の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

  

（準用） （準用） 

第50条 第８条から第14条まで（第10条及び

第13条を除く。）、第17条から第19条まで

及び第23条から第33条までの規定は、特定

地域型保育事業者、特定地域型保育事業所

及び特定地域型保育について準用する。こ

の場合において、第11条中「教育・保育給

付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育

認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認

定子どもを除く。以下この節において同

じ。）について」と、第14条第１項中「施

設型給付費（法第27条第１項の施設型給付

費をいう。以下」とあるのは「地域型保育

給付費（法第29条第１項の地域型保育給付

費をいう。以下この項及び第50条において

準用する第19条において」と、「施設型給

付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第２項中「特定教育・保育提供証

明書」とあるのは「特定地域型保育提供証

明書」と、第19条中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と、第23条中

「運営規程」とあるのは「第46条に規定す

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程」と読み替えるものとする。 

第50条 第８条から第14条まで（第10条及び

第13条を除く。）、第17条から第19条まで

及び第23条から第33条までの規定は、特定

地域型保育事業者、特定地域型保育事業所

及び特定地域型保育について準用する。こ

の場合において、第11条中「教育・保育給

付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（教育認定子ども

を除く。以下この節において同じ。）につ

いて」と、第14条第１項中「施設型給付費

（法第27条第１項の施設型給付費をいう。

以下」とあるのは「地域型保育給付費（法

第29条第１項の地域型保育給付費をいう。

以下この項及び第50条において準用する

第19条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」と、同

条第２項中「特定教育・保育提供証明書」

とあるのは「特定地域型保育提供証明書」

と、第19条中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、第23条中「運営

規程」とあるのは「第46条に規定する事業

の運営についての重要事項に関する規程」

と、第25条中「各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては、認定こども園法第27条の２第１項

各号、学校教育法第１条に規定する幼稚園

である特定教育・保育施設の職員にあって
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は、同法第28条第２項において準用する認

定こども園法第27条の２第１項各号）」と

あるのは「各号」と読み替えるものとする。 

  

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに対し特

別利用地域型保育を提供する場合には、法

第46条第１項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条

において同じ。）が教育認定子どもに対し

特別利用地域型保育を提供する場合には、

法第46条第１項に規定する地域型保育事

業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合

には、当該特別利用地域型保育に係る法第

19条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども及び

特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（次条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては当該特定利用地域型

保育の対象となる法第19条第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもを含む。）の総数が、第

37条第２項の規定により定められた利用

定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合

には、当該特別利用地域型保育に係る教育

認定子ども及び特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳未満保育認定子

ども（第52条第１項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては当

該特定利用地域型保育の対象となる満３

歳以上保育認定子どもを含む。）の総数が、

第37条第２項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特別利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費（法第30条第１項の特例地域

型保育給付費をいう。次条第３項において

同じ。）を、それぞれ含むものとして、前

節（第40条第２項を除き、前条において準

用する第８条から第14条まで（第10条及び

第13条を除く。）、第17条から第19条まで

及び第23条から第33条までを含む。次条第

３項において同じ。）の規定を適用する。

この場合において、第39条第２項中「利用

の申し込みに係る法第19条第３号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「利用

の申し込みに係る法第19条第１号に掲げ

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特別利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費（法第30条第１項の特例地域

型保育給付費をいう。次条第３項及び第52

条第３項において同じ。）を、それぞれ含

むものとして、この節（第37条第３項、第

39条第３項及び第40条第２項を除き、前条

において準用する第８条から第14条まで

（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条まで

を含む。第52条第３項において同じ。）の

規定を適用する。この場合において、第39

条第２項中「利用の申込みに係る法第19

条第３号に掲げる小学校就学前子どもの
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る小学校就学前子ども」と、「満３歳未満

保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（第52条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第19条第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもを含む。）」と、「同号

に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる満３歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定地域型保育事業者の保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第43条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型

保育の対象となる法第19条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法

第29条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるの

は「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第13条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

数」とあるのは「利用の申込みに係る法第

19条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章（第43条第１項を除く。）において

同じ。）」とあるのは「教育認定子ども及

び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除き、第52条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる満３歳以上保育認定子

どもを含む。）」と、「同号に掲げる小学

校就学前子ども」とあるのは「法第19条第

３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「法

第20条第４項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる満３歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定地域型保育事業者の保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第43条第１項中「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者に限る。）」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（特別利用地域型保育の対象

となる教育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。）」と、同条第２項

中「法第29条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（第13条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く。）に要する費用」と、同条第

５項中「前各項」とあるのは「前３項」と

する。 
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 第51条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳

以上限定小規模保育事業者に限る。以下こ

の条において同じ。）が教育認定子どもに

対し特別利用地域型保育を提供する場合

には、法第46条第１項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 

 ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合

には、当該特別利用地域型保育に係る教育

認定子ども及び特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳以上保育認定子

どもの総数が、第37条第３項の規定により

定められた利用定員の数を超えないもの

とする。 

 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特別利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、この節（第37条第２項、第39条第２項

及び第40条第２項を除き、第50条において

準用する第８条から第14条まで（第10条及

び第13条を除く。）、第17条から第19条ま

で及び第23条から第33条までを含む。）の

規定を適用する。この場合において、第39

条第３項中「第19条第２号」とあるのは「第

19条第１号」と、「満３歳以上保育認定子

ども」とあるのは「教育認定子ども又は満

３歳以上保育認定子ども」と、「同号」と

あるのは「法第19条第２号」と、「法第20

条第４項の規定による認定に基づき、保育

の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、」とあるのは「抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該

特定地域型保育事業者の保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第43条第１項中「教育・

保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定
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子どもに係る教育・保育給付認定保護者に

限る。）」とあるのは「教育・保育給付認

定保護者（特別利用地域型保育の対象とな

る教育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法

第29条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるの

は「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第13条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

  

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに対し特

定利用地域型保育を提供する場合には、法

第46条第１項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条

において同じ。）が満３歳以上保育認定子

どもに対し特定利用地域型保育を提供す

る場合には、法第46条第１項に規定する地

域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合

には、当該特定利用地域型保育に係る法第

19条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども及び

特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども

（前条第１項の規定により特別利用地域

型保育を提供する場合にあっては当該特

別利用地域型保育の対象となる法第19条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第37条第２項の規定により定め

られた利用定員の総数を超えないものと

する。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合

には、当該特定利用地域型保育に係る満３

歳以上保育認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満

保育認定子ども（第51条第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては当該特別利用地域型保育の対象

となる教育認定子どもを含む。）の総数が、

第37条第２項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定
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により特定利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、前節の規定を適用する。この場合にお

いて、第43条第１項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認

定保護者（特別利用地域型保育の対象とな

る法第19条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に

限る。）」と、「法第29条第３項第２号に

掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第

３号の市町村が定める額」と、同条第２項

中「法第29条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項中「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供（特

定利用地域型保育の対象となる特定満３

歳以上保育認定子どもに対するもの及び

満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１

項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう。）に係る第13条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」とする。 

により特定利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、この節の規定を適用する。この場合に

おいて、第43条第１項中「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者に限る。」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる満３歳以

上保育認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもに限る。）に係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）」と、「法第29条第

３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第

30条第２項第３号の市町村が定める額」

と、同条第２項中「法第29条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項

第３号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食

事の提供（特定利用地域型保育の対象とな

る特定満３歳以上保育認定子どもに対す

るもの及び満３歳以上保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。）に

係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げ

るものを除く。）に要する費用」とする。 

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ６ 号 

 

八雲町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

八雲町介護保険条例（平成17年八雲町条例第89号）の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

   附 則    附 則 

  

12 略 12 略 

 （令和８年度における前年度非課税者に

係る保険料の減免） 

 13 第１号被保険者又はその属する世帯の

世帯主及び全ての世帯員のうちに令和７

年度及び令和８年度の各年度分の地方税

法の規定による町民税が課されていない

者で令附則第25条の規定により令和８年

度分の同法の規定による町民税が課され

ているものとみなされることとなる者（以

下「みなし課税者」という。）がいる場合

であって、そのみなされることにより当該

第１号被保険者の令和８年度分の保険料

に係る保険料段階（第３条第１項各号に掲

げる区分をいう。以下同じ。）が、当該み

なし課税者に令附則第25条の規定の適用

がないものとした場合に決定されるべき

当該第１号被保険者の令和８年度分の保

険料に係る保険料段階（次号において「令

附則第25条非適用保険料段階」という。）

よりも保険料率の高い保険料段階に決定

されるときは、次に掲げるところにより、

当該第１号被保険者の令和８年度分の保

険料を減免する。 

 （１） 当該減免後の令和８年度分の保険

料の額は、令附則第25条非適用保険

料段階の保険料率により算定した保

険料の額とする。 

 （２） 当該減免については、保険料の納

付義務者の申請を要しない。 

  

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ７ 号 

 

財 産 の 取 得 に つ い て 

 

 次のとおり財産を取得する。 

 

１ 財産の種類及び数量  ホイールローダー １台 

 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 取 得 の 金 額  21,978,000円 

 

４ 取 得 の 相 手 方  北広島市大曲工業団地１丁目６番地 

コマツカスタマーサポート株式会社 

北海道カンパニー 

社長 正 國 貴 之 

 

 

  令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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議案第 ８ 号 

 

辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和 37 年法律第 88 号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定に基

づき、上八雲、落部及び熊石相沼辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙に

より変更する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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別紙 

 

変更 （計画期間 令和４年度から令和８年度まで）            （単位：千円） 

辺地名 

（辺地度 

点数） 

施設名 事業費 

財  源  内  訳 

国 庫 

支出金 
道支出金 辺地債 その他 一般財源 

 

上八雲 

(188点） 

 

道路 

（上八雲１号橋長

寿命化） 

 

道路 

（トワルベツ２号

橋長寿命化） 

 

道路 

（建岩橋長寿命化） 

 

道路 

（地蔵橋長寿命化） 

 

産業農道 

（鉛川原野線整備） 

 

 

(76,056) 

74,860 

 

 

（20,671) 

19,996 

 

 

 

9,000 

 

(26,913) 

26,300 

 

 

123,236 

 

(46,053) 

45,293 

 

 

(12,505) 

12,036 

 

 

 

5,494 

 

 

15,900 

 

 

  

(29,900) 

29,500 

 

 

(8,100) 

7,900 

 

 

 

3,500 

 

(11,000) 

10,400 

 

 

123,000 

  

(103) 

67 

 

 

(66) 

60 

 

 

 

6 

 

(13) 

 

 

 

236 

計 
(255,876) 

253,392 

(79,952) 

78,723 

 

 

(175,500) 

174,300 

 

 

(424) 

369 

 

変更 （計画期間 令和７年度から令和 11年度まで）            （単位：千円） 

辺地名 

（辺地度 

点数） 

施設名 事業費 

財  源  内  訳 

国 庫 

支出金 
道支出金 辺地債 

その

他 
一般財源 

 

落 部 

(112点) 

 

道路 

（川向橋長寿命化） 

 

道路 

（落部跨線橋長寿命

化） 

 

経営近代化施設 

（入沢頭首工整備） 

 

(74,549) 

69,300 

 

(75,107) 

66,300 

 

 

 

(158,513) 

 

 

 

41,926 

 

(47,133) 

40,111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(109,373) 

 

 

(32,600) 

27,200 

 

(27,900) 

26,000 

 

 

 

(33,100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 

174 

 

(74) 

189 

 

 

 

(16,040) 

 

計 
(308,169) 

135,600 

(89,059) 

82,037 

(109,373) 

 

(93,600) 

53,200 

 

 

(16,137) 

363 

 

73



変更 （計画期間 令和７年度から令和 11年度まで）           （単位：千円） 

辺地名 

（辺地度 

点数） 

施設名 事業費 

財  源  内  訳 

国 庫 

支出金 

道支出

金 
辺地債 その他 一般財源 

 

熊 石 

相 沼 

(207点) 

 

下水道 

（熊石浄化センタ

ー整備） 

 

下水道 

（泊川地区マンホ

ール嵩上げ） 

 

 

 

552,900 

 

 

 

(1,364) 

 

 

 

 

285,950 

 

 

 

 

 

  

 

120,000 

 

 

 

(600) 

 

 

 

120,100 

 

 

 

(600) 

 

 

26,850 

 

 

 

(164) 

 

計 
(554,264) 

552,900 

 

285,950 
 

(120,600) 

120,000 

(120,700) 

120,100 

(27,014) 

26,850 
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議案第 ９ 号 

 

八雲町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 

 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第８条

第１項の規定に基づき策定した八雲町過疎地域持続的発展市町村計画（令和８年３月

13日策定）を別紙のとおり変更する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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別
紙

市
町
村
名
：
八
雲
町
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更
前

変
更
後
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施
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）
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業
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備
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者
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2
0
0
人
/
年
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ア
イ
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民
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の
伝
統
儀
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の
開
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及
び
交

流
の

場
と

し
て

の
多

目
的

型
交

流
施

設
を

整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
同
士

の
交

流
を

促
進

し
、

広
く

ア
イ

ヌ
文

化
へ

の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
次
の
世
代
へ
ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
を
図
り
ま
す
。
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議案第 10 号 

 

令和８年度八雲町一般会計補正予算（第５号） 

 

令和８年度八雲町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 107,530 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,311,583 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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470,400

16,204,053 107,530 16,311,583歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

1 町債 456,000 14,400

90,251

22 町債 456,000 14,400 470,400

5 雑入 88,514 1,737

25,514

418,01721 諸収入 416,280 1,737

1 繰越金 25,104 410

3,916,139

20 繰越金 25,104 410 25,514

1 基金繰入金 3,838,187 77,952

243,468

19 繰入金 4,108,382 77,952 4,186,334

2 道補助金 241,017 2,451

764,377

1 道負担金 476,595 158 476,753

16 道支出金 761,768 2,609

889,667

2 国庫補助金 521,948 9,470 531,418

1 国庫負担金 888,715 952

6,000 2,783 8,783

15 国庫支出金 1,415,906 10,422 1,426,328

10 地方特例交付金

1 地方特例交付金

6,000 2,783

3 軽自動車税 43,656

8,783

△2,783

第１表 歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補正前の額

1 町税

46,439

2,090,922

計

千円

補　正　額

2,088,139

千円

△2,783

千円
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1 総務管理費 1,060,431 13,386 1,073,817

3,113,614 3,483 3,117,097

補正前の額

千円

計

千円

2 総務費

補　正　額

歳出

款 項

1,154,990

千円

13,3861,141,604

3 民生費

1 社会福祉費 2,009,623 1,577 2,011,200

11,922 931,958

2 児童福祉費 1,103,991 1,906

1 農業費 220,531 11,922

1,105,897

6 農林水産業費 920,036

232,453

8 土木費 1,146,570 50 1,146,620

50 516,009

1 土木管理費 51,407 0

681,746 737

51,407

4 都市計画費 515,959

682,483

5 保健体育費 341,266 737 342,003

10 教育費

77,952 1,563,195

12 公債費 1,485,243 77,952

16,311,583歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 16,204,053 107,530

1,563,195

1 公債費 1,485,243
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起 債 の 目 的 限 度 額

　借入先の条件による。
　ただし、財政等の都
合により据置期間又は
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低
利債に借換することが
できる。

証書借入又は
証券発行

       　5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借りる政府
資金、日本政策金融
公庫資金及び地方公
共団体金融機構資金
について､利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

第２表

地　　方　　債　　補　　正

（追加） （単位：千円）

起債の 方法 利 率 償 還 の 方 法

農業用排水路浚渫
事業

7,700

自動車整備事業 6,700
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歳　　　出　　　合　　　計 16,204,053 107,530 16,311,583

12 公債費 1,485,243 77,952 1,563,195

10 教育費 681,746 737 682,483

8 土木費 1,146,570 50 1,146,620

6 農林水産業費 920,036 11,922 931,958

3 民生費 3,113,614 3,483 3,117,097

2 総務費 1,141,604 13,386 1,154,990

千円 千円 千円

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

16,204,053 107,530 16,311,583歳　　　入　　　合　　　計

21 諸収入 416,280 1,737 418,017

22 町債 456,000 14,400 470,400

19 繰入金 4,108,382 77,952 4,186,334

20 繰越金 25,104 410 25,514

1,415,906 10,422 1,426,328

761,768 2,609 764,377

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

2,088,139

千円

2,090,922町税

6,000 2,783

1

16 道支出金

15 国庫支出金

10 地方特例交付金

千円

△2,783

8,783

補　正　額 計

千円
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410

0 77,952 0

13,031 14,400 79,689

0

△3,250

0 0 0 737

1,737 34

0 3,300 0

0 0 2,131

2,451 7,700

1,352

千円

9,228 3,400 0 758

そ　　　の　　　他
千円 千円 千円

補　　　正　　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一　　般　　財　　源国　道　支　出　金 地　　　方　　　債
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款 町税

項 軽自動車税

1

2

3

款 地方特例交付金

項 地方特例交付金

1

款 国庫支出金

項 国庫負担金

1

款 国庫支出金

項 国庫補助金

1

2

款 道支出金

項 道負担金

1

-0-

計 476,595 158 476,753

民生費道負担金 424,432 158 424,590

１
千円 千円 千円

計 521,948 9,470 531,418

１６

民生費国庫補助金 239,903 242 240,145

総務費国庫補助金 12,382 9,228 21,610

２
千円 千円 千円

計 888,715 952 889,667

１５

民生費国庫負担金 870,959 952 871,911

１５

１
千円 千円 千円

計 6,000 2,783 8,783

地方特例交付金 6,000 2,783 8,783

１
千円 千円 千円

計 46,439 △2,783 43,656

１０

軽自動車税 0 42,700 42,700

種別割 43,187 △42,700 487

千円千円

環境性能割 469

千円

3,252

２ 歳　入

１

３

目 補正前の額 補　正　額

△2,783

計
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1

1

1

1

2

2

1

2

-1-

乳児等のための支援給付負担金                                          158児童福祉費負担金 158

千円 千円

交通空白解消緊急対策事業補助金                                        9,228

社会福祉費補助金 242 障害者総合支援事業費補助金                                            242

総務管理費補助金 9,228

千円 千円

千円 千円

児童福祉費負担金 952 乳児等のための支援給付負担金                                          952

地方特例交付金                                                        2,783地方特例交付金 2,783

千円 千円

現年課税分                                                            △42,700

現年課税分 42,700 現年課税分                                                            42,700

現年課税分 △42,700

千円

△2,783

説　　　　　　　　　　　明

金　額区　　　分

環境性能割                                                            △2,783

千円

節

環境性能割
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款 道支出金

項 道補助金

4

款 繰入金

項 基金繰入金

2

款 繰越金

項 繰越金

1

款 諸収入

項 雑入

7

款 町債

項 町債

1

3

4

-2-

計 456,000 14,400 470,400

土木債 43,500 3,300 46,800

農林水産業債 90,200 7,700 97,900

総務債 142,900 3,400 146,300

１
千円 千円 千円

計 88,514 1,737 90,251

２２

雑入 69,146 1,737 70,883

２１

５
千円 千円 千円

計 25,104 410 25,514

繰越金 25,104 410 25,514

１
千円 千円 千円

計 3,838,187 77,952 3,916,139

２０

減債基金繰入金 35,695 77,952 113,647

１９

１
千円 千円 千円

計 241,017 2,451 243,468

農林水産業費道補助金 108,118 2,451 110,569

千円 千円 千円

２

目 補正前の額 補　正　額 計

１６
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1

1

1

5

1

1

2

-3-

自動車整備事業債                                                      3,300土木施設整備事業
債

3,300

自動車整備事業債                                                      3,400

農業事業債 7,700 農業用排水路浚渫事業債                                                7,700

総務施設整備事業
債

3,400

千円 千円

千円 千円

雑入 1,737 春日地区農業用排水路浚渫事業負担金                                    1,737

前年度繰越金                                                          410前年度繰越金 410

千円 千円

千円 千円

減債基金繰入金 77,952 減債基金繰入金                                                        77,952

新規就農者確保緊急円滑化対策事業補助金                                2,451農業費補助金 2,451

説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

千円 千円

節
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款 総務費

項 総務管理費

2

8

款 民生費

項 社会福祉費

2

3

計

企画調査費

３　歳　出

２

１

目 補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

192,729 13,386 206,115 9,228 4,158

千円

熊石総合支
所費

26,378 0 26,378 3,400 △3,400

計 1,060,431 13,386 1,073,817 9,228 3,400 0 758

３

１
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

障がい者福
祉費

787,957 1,120 789,077 242 878

高齢者福祉
費

464,353 457 464,810 457

計 2,009,623 1,577 2,011,200 242 0 0 1,335

-100-
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1

8

10

11

12

13

12

27

　（一般財源から地方債へ3,400千円変更）

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

報酬 450 公共交通活性化協議会委員報酬                                          450

千円 千円

旅費 77 費用弁償                                                              77

需用費 525 消耗品費                                                              395

印刷製本費                                                            130

役務費 165 運搬料                                                                165

委託料 12,166 デマンド型乗合タクシー運行業務委託料                                  5,929

デマンド型乗合タクシー実証運行支援業務委託料                          6,237

使用料及び賃借料 3 会場使用料                                                            3

財源内訳の変更

千円 千円

委託料 1,120 重度心身障がい者医療事務システム改修業務委託料                        636

障がい者福祉システム改修業務委託料                                    484

繰出金 457 介護保険事業特別会計繰出金                                            457

-101-

88



款 民生費

項 児童福祉費

1

2

款 農林水産業費

項 農業費

3

5

款 土木費

項 土木管理費

2

款 土木費

項 都市計画費

2

３

２

目 補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

計

児童福祉総
務費

56,284 636 56,920 636

児童措置費 1,025,439 1,270 1,026,709 1,110 160

計 1,103,991 1,906 1,105,897 1,110 0 0 796

６

１
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

農業振興費 58,928 2,451 61,379 2,451

農地費 49,714 9,471 59,185 1,737 34

計 220,531 11,922 232,453 2,451 7,700 1,737 34

7,700

８

１
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

車輌管理費 35,102 0 35,102 3,300 △3,300

計 51,407 0 51,407 0 3,300 0 △3,300

８

４
千円 千円 千円 千円 千円

公園費 75,663 50 75,713

千円 千円

50

0 50

-102-

計 515,959 50 516,009 0 0
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12

12

18

14

21

　（一般財源から地方債へ3,300千円変更）

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

千円 千円

委託料 636 ひとり親家庭等医療事務システム改修業務委託料                          636

委託料 1,270 乳児等通園支援委託料                                                  1,270

千円 千円

2,451

工事請負費 9,471 春日地区農業用排水路浚渫工事請負費                                    

負担金補助及び交付金 2,451 新規就農者確保緊急円滑化対策事業補助金                                

9,471

千円 千円

財源内訳の変更

芝刈作業中の飛び石に伴う損害賠償金                                    50

千円 千円

補償補填及び賠償金 50

-103-
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款 教育費

項 保健体育費

4

款 公債費

項 公債費

1

１０

５

目 補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

計

町営スキー
場管理費

130,979 737 131,716 737

計 341,266 737 342,003 0 0 0 737

１２

１
千円 千円 千円 千円 千円

元金 1,399,682 77,952 1,477,634

千円 千円

0 0

77,952

77,952 0

-104-

計 1,485,243 77,952 1,563,195
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14

22

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

千円 千円

工事請負費 737 スキー場ペアリフト制御装置等整備工事請負費                            737

公債元金償還金（繰上償還分）                                          77,952

千円 千円

償還金利子及び割引料 77,952

-105-
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１ 142,900 14,400 157,300 2,512,211

総 務 142,900 3,400 146,300 614,637

農 林 水 産 0 7,700 7,700 1,382,752

土 木 0 3,300 3,300 12,429

２ 0 0 0 35,168

３ 313,100 0 313,100 7,887,494

456,000 14,400 470,400 10,434,873合　　　　　　　計

そ の 他

（６）

災 害 復 旧 債

（４）

地　方　債　補　正　に　関　す　る　調　書

区　　　　　　　分

８ 年 度 中 増 減 見 込 額
８年度末

現在高見込額

普 通 債

（１）

８ 年 度 中 起 債 見 込 額

補正前の額 補　正　額 補正後の額
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議案第 11 号 

 

令和８年度八雲町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度八雲町の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の保険事業勘定総額に歳入歳出それぞれ 913千円を追加し、

保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,214,038千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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39,729

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 2,213,125 913 2,214,038

第１表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

1 総務管理費 38,816 913

千円 千円 千円

1 総務費 58,333 913 59,246

歳出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

160,656

508,021

計

千円

補　正　額

508,477

千円

456

千円

歳入

款 項 補正前の額

4 国庫支出金

452,758 457

2 国庫補助金 161,112

453,215

456

8 繰入金

1 一般会計繰入金

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

369,910 457 370,367

2,213,125 913 2,214,038
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歳　　　出　　　合　　　計 2,213,125 913 2,214,038

1 総務費 58,333 913 59,246

千円 千円 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

千円

（歳　出）

繰入金

2,213,125 913 2,214,038

508,477

千円

508,021国庫支出金

452,758 457

4

千円

歳　　　入　　　合　　　計

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括（保険事業勘定）

（歳　入）

款 補正前の額

8

456

453,215

補　正　額 計
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0 457456 0

千円

456 0 0 457

千円 千円 千円

補　　　正　　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一　　般　　財　　源国　道　支　出　金 地　　　方　　　債 そ　　　の　　　他
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款 国庫支出金

項 国庫補助金

6

款 繰入金

項 一般会計繰入金

5

３　歳　出（保険事業勘定）

款 総務費

項 総務管理費

1 457

計 38,816 913 39,729 456 0 0 457

千円

一般管理費 38,691 913 39,604 456

千円 千円 千円 千円 千円 千円

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

１

１

事業費補助金 456

１

その他一般会計繰入金 457 79,187

0

計

千円

２ 歳　入（保険事業勘定）

４

２

目 補正前の額 補　正　額

千円 千円 千円

千円千円

456

計 160,656 456 161,112

８

-0-

計 369,910 457 370,367

78,730
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1

2

12 委託料 913 介護保険システム改修業務委託料                                        913

千円 千円

説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

節

事務費繰入金 457 事務費繰入金                                                          

説　　　　　　　　　　　明

金　額区　　　分

介護保険システム改修事業補助金                                        456

千円

節

事業費補助金

千円 千円

千円

456

-1-

457

99



 



承認第 １ 号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 令和８年度八雲町一般会計補正予算（第４号）は、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 179 条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  令和８年５月１日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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令和８年度八雲町一般会計補正予算（第４号） 

 

令和８年度八雲町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,629 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 16,204,053 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  

 

102



 



16,201,424 2,629

1 繰越金 25,104

16,204,053

2,629

第１表 歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補正前の額

20 繰越金

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

22,475

22,475

計

千円

補　正　額

25,104

千円

2,629

千円

681,746

歳出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2,629

千円 千円 千円

10 教育費 679,117 2,629

109,509

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 16,201,424 2,629 16,204,053

3 中学校費 106,880
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歳　　　出　　　合　　　計 16,201,424 2,629 16,204,053

10 教育費 679,117 2,629 681,746

千円 千円 千円

補　正　額 計

千円

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

16,201,424 2,629

20

歳　　　入　　　合　　　計

千円

2,629

16,204,053

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

25,104

千円

22,475繰越金
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0 2,6290 0

千円

0 0 0 2,629

一　　般　　財　　源国　道　支　出　金 地　　　方　　　債 そ　　　の　　　他
千円 千円 千円

補　　　正　　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
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款 繰越金

項 繰越金

1

款 教育費

項 中学校費

1 2,629

計 106,880 2,629 109,509 0 0 0 2,629

千円

学校管理費 87,558 2,629 90,187

千円 千円 千円 千円 千円 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

１０

３

目 補正前の額 補　正　額 計

-0-

計 22,475 2,629 25,104

繰越金 2,629

３　歳　出

計

２ 歳　入

２０

１

目 補正前の額 補　正　額

千円千円

25,104

千円

22,475
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1

10 需用費 2,629 校舎及び付属建物修繕料                                                2,629

千円 千円

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

-1-

前年度繰越金

説　　　　　　　　　　　明

金　額区　　　分

前年度繰越金                                                          2,629

千円

節

千円

2,629
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報告第 １ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定による議会の指定

に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条

第１項の規定による議会の指定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年５月１日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  

 

 

損害賠償額の決定について 

 

 町は、令和８年３月 11 日、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において発

生した、開閉器の劣化による過電圧に伴い、入居者の家庭用電気製品に損害を与

えたことについて、国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第２条第１項の規定に

よりその損害を賠償するため、次のとおり損害賠償額を決定する。 

 

１ 損害賠償の額    51,000円 

 

２ 損害賠償の相手方  二海郡八雲町＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            ＊ ＊ ＊ ＊ 
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報告第 ２ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定による議会の指定

に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条

第１項の規定による議会の指定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年５月１日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  

 

 

損害賠償額の決定について 

 

 町は、令和８年３月 11 日、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において発

生した、開閉器の劣化による過電圧に伴い、入居者の家庭用電気製品に損害を与

えたことについて、国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第２条第１項の規定に

よりその損害を賠償するため、次のとおり損害賠償額を決定する。 

 

１ 損害賠償の額    20,190 円 

 

２ 損害賠償の相手方  二海郡八雲町＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

             ＊ ＊ ＊ ＊ 
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報告第 ３ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定による議会の指定

に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条

第１項の規定による議会の指定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年５月１日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  

 

 

損害賠償額の決定について 

 

 町は、令和８年３月 11 日、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において発

生した、開閉器の劣化による過電圧に伴い、入居者の家庭用電気製品に損害を与

えたことについて、国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第２条第１項の規定に

よりその損害を賠償するため、次のとおり損害賠償額を決定する。 

 

１ 損害賠償の額    82,430 円 

 

２ 損害賠償の相手方  二海郡八雲町＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            ＊ ＊ ＊ ＊  
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報告第 ４ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定による議会の指定

に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

                   八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条

第１項の規定による議会の指定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年５月 21 日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  

 

 

損害賠償額の決定について 

 

 町は、令和８年５月 14 日、落部墓地内で作業をしていた乗用芝刈機から発生し

た飛び石が町道走行中の車両助手席側窓ガラスに直撃し、損害を与えたことにつ

いて、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 715 条第１項の規定により、その損害を

賠償するため、次のとおり損害賠償の額を決定する。 

 

１ 損害賠償の額    50,000 円 

 

２ 損害賠償の相手方  二海郡八雲町＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            ＊ ＊ ＊ ＊ 
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報告第 ５ 号 

 

令和７年度八雲町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越について  

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 146 条第２項の規定により、

令和７年度八雲町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越について、別紙の

とおり報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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別紙

既 収 入

調    定 調 定 済

特定財源 未 済 額 未収入額

135,936

59,766

33,439

289,269 289,269 253,932

486,670 486,670 253,932 96,802

119,532 119,532

合　　　　　　計

1
社会福
祉費

物価高騰対応商品
券発行事業

3 民生費

7 商工費 1 商工費
ウイスキー蒸留所
誘致事業

2
児童福
祉費

物価高対応子育て
応援手当給付事業

59,766

3
水産業
費

サーモン種苗生産
施設整備事業

33,439 33,439

900

6
農林水
産業費

1 農業費
草地畜産基盤整備
事業

27,275 27,275 26,375

4,171 4,171 4,171

12,984 6,490 6,494

35,337

12,984

令和７年度八雲町一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位：千円）

翌 年 度

繰 越 額

左 　の　 財 　源 　内　 訳

款 項 事　　業　　名 金　　額
未収入特定財源

一般財源

2 総務費 1
総務管
理費

災害時備蓄品整備
事業
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報告第 ６ 号 

 

令和７年度八雲町下水道事業会計予算繰越計算書について  

 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第３項の規定により、令

和７年度八雲町下水道事業会計予算繰越計算書について、別紙のとおり報告す

る。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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地
方
公
営

企
業

法
第
26

条
第
１
項

の
規
定

に
よ
る

建
設
改

良
費
の

繰
越

額
（
単
位
：
千
円
）

補
助

金
企
業
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

１
　
資
本

的
　

　
支
　

出
１
　
建

　
設

　
　
改

良
費

公
共

下
水
道

下
水
処

理
場

改
築
更

新
事
業

40
2,
20
0

49
,2
00

35
3,
00
0

19
4,
15
0

14
3
,
0
0
0

1
5
,
8
5
0

0
0
下
記
の
と
お
り

熊
石

地
区
特

定
環
境

保
全

公
共
下

水
道
下

水
処

理
場
改

築
更
新

事
業

49
,8
00

32
,1
80

17
,0
00

8,
50
0

7
,
7
0
0

8
0
0

6
2
0

0
下
記
の
と
お
り

繰
越
の
理

由

  
当
初
、

8月
～
10

月
に
入
札
・

契
約
を

行
う
予

定
だ
っ

た
が
、
入

札
不

調
と

な
っ

た
。

不
調

の
原

因
に

つ
い

て
は
、
資
材
高
騰
に
よ
る
も
の
で
、
見
積
を
再
度
徴
収
し
、
そ
の
単

価
を
設
定

し
な

お
し
再
入

札
を
行

っ
た
こ
と
か

ら
工
程
に

遅
れ
が

生
じ

た
た

め
。

不
用
額

翌
年
度
繰
越
額

に
係
る
繰
越
を

要
す
る
た
な
卸

資
産
の
購
入
限

度
額

説
明

令
和

７
年

度
八

雲
町

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

左
の

財
源
内
訳

款
項

事
業
名

予
算
計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額
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報告第 ７ 号 

 

令和７年度八雲町農業集落排水事業会計予算繰越計算書について  

 

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第３項の規定により、令

和７年度八雲町農業集落排水事業会計予算繰越計算書について、別紙のとおり

報告する。 

 

 

令和８年６月３日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

（
単
位
：
千
円
）

補
助
金

企
業
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

１
　
資
本
的

　
　
支
　
出

１
　
建
　
設

　
　
改
良
費

農
業
集
落
排
水
施
設

下
水
処
理
場
改
築
更

新
事
業

17
2,
00
0

39
,6
72

67
,3
28

33
,6
63

3
0
,
3
0
0

3
,
3
6
5

6
5
,
0
0
0

0
下
記
の
と
お
り

繰
越
の
理
由

　
本
工
事
に
係
る
ポ
ン
プ
製
作
に
使
用
す
る
部
品
の
需
給
が
世
界
的
に
ひ
っ
迫
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
受
注
量
の
急
増
、
部
材
等
の
入
手
難
に
よ
り
、
メ
ー
カ
ー
の
生
産
に
大
き

く
影
響
を
受
け
て
い
る
状
況
で
部
品
調
達
の
遅
れ
が
続
い
て
い
る
た
め
。

説
明

令
和
７
年
度
八
雲
町
農
業
集
落
排
水
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
業
名

予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

不
用
額

翌
年
度
繰
越
額

に
係
る
繰
越
を

要
す
る
た
な
卸

資
産
の
購
入
限

度
額
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